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１．計画策定の趣旨 
 

 

本市では、令和３年１月に策定した第３期長浜市教育振興基本計画に沿って、これまで様々な教育施策を推

進してきました。 

この間、少子化・人口減少や高齢化、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や国際情勢の不安定化という予

測困難な時代の象徴といえる事態が発生しました。新型コロナウイルス感染症の拡大期には、体験活動の機会

が減少するなどの事態が生じた一方、ＧＩＧＡスクール構想＊1にもとづき、児童生徒に１人１台端末が整備さ

れるなど、ＩＣＴ機器を活用した教育が急速に進展し、学びの変容がもたらされました。 

本市においては、全国的な傾向と同様に人口減少や少子化が進行しており、園児・児童・生徒の数は年々減

少しています。それに伴い、市内の多くの学校や園で小規模化が進み、１学年１学級（単級）や複式学級が存

在する学校規模では、教育・保育活動における運営上の課題が生じています。あわせて、教職員不足の現状に

おいて、教職員の必要十分な配置や教育課程の充実、教職員の働き方改革など、教育・保育の質を維持・向上

する上での限界も指摘されているとともに、家庭環境の多様化や不登校児童生徒数の増加など、学校園を取り

巻く状況は複雑化しています。 

また、近年、個々の状況に応じた適切な支援が求められており、経済先進諸国においては、経済的な豊か

さのみならず、精神的な豊かさや健康までを含めて幸福や生きがいを捉える「ウェルビーイング（Ｗｅｌｌ

－ｂｅｉｎｇ）＊２」の考え方が重視されてきています。こういった社会の多様化が進む中、しょうがいの有

無や年齢、文化的・言語的背景、家庭環境などにかかわらず、誰一人取り残されることなく、誰もがいきい

きとした人生を享受することのできる共生社会の実現をめざしていく必要があります。さらには、変化の激

しい予測困難な時代においても、子どもたちが多様な人々と協力しながら様々な社会的変化を乗り越え、一

人ひとりの豊かで幸せな人生と社会の持続的な発展を実現していく力を育成することが求められています。 

このような社会の変容や教育を取り巻く状況等を踏まえ、当該計画が令和７年度で計画期間の５年目を迎え

ることから、教育分野において引き続き取り組むべき課題や、近年の社会情勢や教育環境等の変化により生じ

た新たな課題等に対応していくため、第４期長浜市教育振興基本計画を策定します。 

 

２．計画の位置づけ 
 

 

本計画は、教育基本法第１７条第２項にもとづく教育振興基本計画として、令和５年６月に策定された国の

第４期教育振興基本計画（令和５年度から令和９年度）および令和５年１２月に策定された滋賀県の第４期滋

賀県教育振興基本計画（令和６年度から令和１０年度）を参酌しつつ、本市教育の振興を図るために定める基

本的な計画と位置づけます。 

また、本市がめざすべき将来像の実現に向けたまちづくりの基本指針である「長浜市総合計画」および本市

教育施策の根本となる方針を定めた「長浜市教育大綱」を踏まえた、教育行政分野における計画であり、他の

関連計画とも整合性を保ちながら施策を推進していきます。 

 併せて、これまで生涯学習に関する施策の取組方針として「長浜市生涯学習社会づくり基本方針」を定め生

涯学習事業を推進してきましたが、令和７年度末をもって現行の基本方針が終了することに伴い、これまで同

方針により推進してきた理念、施策を本計画に引継ぎ、学校教育、社会教育、家庭教育の視点から、より効果

的かつ一貫性のある教育施策を展開していきます。 

第１章 計画の策定にあたって 



2 

 

【計画で取り扱う「教育」の範囲】 

（１）本計画において取り扱う「教育」は、家庭教育、学校（就学前）教育、社会教育を含む範囲とします。

ただし、県立･私立の学校園で行われる教育内容等については、各学校園の独自性を尊重します。 

（２）乳幼児期、少年期、青年期、成人期、高齢期のいずれの時期の教育も含みます。 

（３）教育委員会が所管する範囲だけではなく、市長部局に委任又は移管された分野・施策も含むこととし、

本市における教育分野に関する施策を総合的・体系的に構築することとします。 

【当計画の位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.計画の期間 
 

 

本計画の計画期間は、令和８年度を初年度とする５年間（令和８年度から令和１２年度まで）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｒ３ 

年度 

Ｒ４ 

年度 

Ｒ５ 

年度 

Ｒ６ 

年度 

Ｒ７ 

年度 

Ｒ８ 

年度 

Ｒ９ 

年度 

Ｒ１０ 

年度 

Ｒ１１ 

年度 

Ｒ１２ 

年度 

Ｒ１３ 

年度 

長浜市教育大綱 

第３期長浜市教育振興基本計画 第４期長浜市教育振興基本計画 第５期 

  【参考】第４期国教育振興基本計画     

   【参考】第４期滋賀県教育振興基本計画    

【国】 

第４期教育振興基本計

画 
 

【県】 

第４期滋賀県教育振興基

本計画 

   

長浜市教育大綱 

第４期長浜市教育振興基本

計画 

長浜市総合計画 

【関連計画】 

・長浜市未来こども若者計画 

・長浜市スポーツ推進計画 

・長浜市図書館基本計画 

・長浜市歴史文化基本構想 

・長浜市人権施策推進基本計画           

など 
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・安全安心な居場所 

・愛情や信頼関係を育む場所 

・価値やルールを教え、生活習

慣を確立させるところ 

・学校運営への参画 

・多様な学びの機会の提供 

・地域での見守り・サポート 

・進捗管理 

・コーディネート・サポート 

・真の学力の向上 

 ・一人ひとりの教育的ニーズ等に応じた 

柔軟で切れ目のない支援 

 

４．連携・協働による計画の推進 
   

 

生涯を通してお互いに学びあい、学び続けることのできるまち「ながはま」の実現のためには、心豊かに人

生を送ることができる人づくりが重要です。 

学校園・家庭・地域・行政が一体となって相互に協力し、各分野における関係機関との連携をより一層強く

することで、社会全体で教育に取り組む環境を整え、本計画を推進します。 

このため、学校園・家庭・地域・行政が、お互いの役割を認識し、連携・協働を推進するための組織的・継

続的な仕組みを構築していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学校園 

学びの連続性を意識した取組や地域の特色を生かした主体性を育む教育・保育の工夫を図り、児童期におけ

る学びの基礎につながる芽生えを育むとともに、一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握し、成長段階に応じ

た柔軟で切れ目のない支援を行うことができるよう取組を進めます。また、学びを深めるための探究的な学び

の姿勢を基盤とし、主体的・対話的な学びの推進を通じて、思考力や判断力、協働力などの非認知能力を育み、

「真の学力」の向上をめざします。さらに学校と園が相互に情報を共有し、しっかりと連携の取れる組織づく

りを進めます。 

（２）家庭 

家庭は、子どもたちにとって安心安全な心のよりどころであるとともに、家族の愛情や信頼関係を育み、子

どもの健やかな成長を促す場です。正しい価値やルールを伝える役割も担います。 

（３）地域 

学校園・家庭・地域社会が連携・協力し、子どもたちの安全を見守る体制づくりや子どもの人権の尊重と安

全・安心な環境つくりを推進します。また、地域の教育資源や特性を活用し、子どもたちの地域での学びを通

した「生きる力」を育むため、学校園・家庭・地域・行政が一体となって、さらなる連携・協働の仕組みと体

制づくりを進めます。 

（４）行政 

本計画の施策を着実に推進するため、関係部署と連携を図りながら進捗管理を行います。加えて、学校園・

家庭・地域がそれぞれ最大限に力を発揮できるよう支援します。 

  

豊かに生きる 

人づくり 

学校園 

地 域 

行 政 

家 庭   
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【企画・立案】 

基本計画・実施

計画の策定 

【実施】 

施策や取組の

実施 

 

５．計画の進捗管理 
 

 

本計画を効果的かつ確実に推進していくため、本計画に掲げる内容にもとづき実施する具体的な施策や目標

値について、毎年度当初に教育振興基本計画実施プランを策定し、関係機関で情報共有します。 

また、本計画の進捗状況について、ＰＤＣＡサイクル＊3の考え方にもとづき、外部委員による事務評価委員

会を開催し、計画に掲げた各施策の進捗管理目標の達成状況などにより、実施した施策や取組の点検及び評価

を行います。この結果に関する報告書を作成し、ホームページにて公表するとともに、成果や課題を検証しな

がら、その後の各種施策の展開に反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．新たな課題への対応 
 

 

教育を取り巻く環境は、目まぐるしく変化しており、計画期間中に新たな教育上の課題が生じることも想定

されます。このような場合には、計画内容の見直しや新方策の検討、進捗管理目標や目標数値の見直し等、迅

速かつ適切な対応に取り組みます。 

 
用語解説 

＊1ＧＩＧＡスクール構想  教育の質を向上させ、すべての子供たちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」

を実現することを目的に、1人1台端末や高速大容量の通信ネットワーク等の学校ICT環境を整備・活用すること。「GIGA」は

「Global and Innovation Gateway for All（すべての児童・生徒のための世界につながる革新的な扉）」を表す。 

＊2ウェルビーイング（Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ） 身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福

のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。多様な個人がそれぞれ幸せや生きがい

を感じるともに、個人を取り巻く場や地域、社会が幸せや豊かさを感じられる良い状態にあることも含む包括的な概念。 

＊3 ＰＤＣＡ(ピーディーシーエー)サイクル 事業活動において管理業務を円滑に進める手法の一つで、Plan（計画）→ 

Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の ４段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善すること。  

Plan

Do

Check

Action 【工夫・改善】 
点検・評価結果
を活用し、各種
施策の展開に反
映、改善を実施 

【点検・評価】 

実施した施

策や取組の

点検・評価、

課題の検証 
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第３期計画に掲げた施策について、主な取組の内容と成果、それを踏まえた上での今後の課題をまとめま

した。 

基本目標１ 乳幼児期における就学前教育を充実します 

■施策の基本的方向１ 生きる力の基礎を培う就学前教育の充実 

具体的な施策(１) 特色ある教育・保育の実践 

主な取組と

成果 
・「園庭環境」「地域の歴史」など特色のある保育を進めるための研修を各園で行った。 

・２、３年次研修や主幹研修、副園長研修、園長研修、４年次、管理職研修とステージに

応じた研修を実施し、教育・保育の質の向上を図った。 

・改訂した長浜市就学前教育カリキュラムを、冊子に加えデータを配布することで閲覧の

利便性を高め、活用につなげた。 

・教育要領や就学前教育カリキュラムの改訂内容について共通理解を図ることで、教育・

保育の質の向上に努めた。 

今後の課題 ・園の特色を活かし直接的具体的な体験を通した教育・保育充実のために、就学前教育カ

リキュラムの理解や活用のさらなる推進を図ることが必要であり、そのために職員同士

で互いの教育を理解し、発達を見通した教育・保育の実践につながるよう、意見交流や

子どもの発達と学びについて実際の教育・保育を通した研修の場を設ける必要がある。 

具体的な施策(２) 主体的な学びを育む教育・保育の充実 

主な取組と

成果 
・子どもが主体的に体を動かすことを楽しむための園庭環境や教育・保育内容の見直しを

テーマに、研究指定園による研究と成果の報告や学びの共有を行うことで、研究指定園

以外にも園庭環境について考え、独自で研究を進める園が増えたことにより、保育者の

意識が高まった。 

・各園において子どもの発達に合わせた運動あそびや環境設定を行い、基礎的な運動能力

や体力・意欲の向上を図った。 

・資質向上のための研修を計画的に進め、新たに３名の運動保育士資格者を増員し、園内

指導や啓発を行った。 

今後の課題 ・身近な地域との関わりや園庭環境を見直し充実させることにより子どもの主体的な遊び

へとつなげていく取組を全園の課題として捉え、継続していくことが必要である。 

・家庭や地域において、子ども達が体を動かすなど遊ぶ機会が減少し、また人と関わる機

会が減っているため、教育・保育環境を活かした運動遊びについて園内での取組を充実

させるともに、体を動かすことの必要性等について広く啓発が必要である。 

具体的な施策(３) 一人ひとりの特性に応じた支援体制の充実 

主な取組と

成果 
・学識経験者や小児科医、関係機関の委員で構成する特別支援検討委員会や特別支援教育

専門家による巡回相談において、特別な支援を要する子ども一人ひとりの支援方法や具

体的な支援体制の在り方について助言を受け、個々の特性に応じた支援に生かした。 

・園職員のステージに応じた特別支援教育に対する専門的な知識や技能、指導力の向上を

図る研修体制を構築し、基礎的な知識・技能の向上に努めた。 

・特別支援教育士の資格取得者や取得予定者である特別支援教育推進員が各園を巡回し支

援力の向上を図った。また、支援加配職員研修会を開催し、特別な支援を要する子ども

の支援の在り方について学び、職員の資質向上につなげた。 

第２章 第３期計画の成果と課題 
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今後の課題 ・特別な支援を要する子どもの増加や、一人ひとりの教育・保育的ニーズに丁寧に対応し

ていくためにも、引き続き園職員の特別支援教育に関する指導力と専門性の向上を図る

必要がある。 

具体的な施策(４) 言葉の力の基礎の育成 

主な取組と

成果 
・研究指定園２園で研究保育や語彙調査を行い、職員が豊かなことばを育む指導の在り方

について研究し、外部講師に指導助言を受けるなど、豊かなことばを育むための環境援

助の在り方について理解を深め学びあった。 

・市内各園で絵本貸し出しや、読書ボランティアの協力を得ながら、親子で絵本に触れる

機会をつくり、保護者に読み聞かせの楽しさを周知することで、読み聞かせの機会増加

につなげた。 

今後の課題 ・引き続き、親子で絵本に親しむ機会をつくり、保護者に絵本の大切さを広めながら、子

どもたちが豊かな言葉に触れる機会を増やしていく必要がある。 

具体的な施策(５) 就学前教育から小学校教育への円滑な接続の推進 

主な取組と

成果 
・北郷里学区において、スタートカリキュラムが完成し、これをもとに授業を実施・検証

することで、就学前教育から小学校教育への滑らかな接続をめざした具体的な取組を行

った。この成果は、他の学区における取組のモデルとなった。 

・中学校区ごとに園・小・中学校の管理職や担当者が話し合い、学区の子どもの実態やめ

ざす子どもの姿について意見を共有した。また、職員による参観、園小接続カリキュラ

ム作成などの取組を通して、相互理解を深める交流の機会となった。 

・全学区で、発達や学びの連続性を踏まえた指導の必要性が認識され、園小接続カリキュ

ラムが完成した。 

今後の課題 ・園小間の滑らかな接続を実現するため、全学区でスタートカリキュラムを作成・運用し

ていく必要がある。 

・園と小学校の職員が互いの現場や教育・保育の方針を深く理解することが、連携を円滑

に進めるためには重要となるため、今後さらに園小間の相互理解を深める必要がある。 

・園小連携の持続的な推進のために、単発的な取組に留まらず、研修の機会を定期的に設

けるなど、園小間の連携体制を構築する必要がある。また、運用を通じて課題を洗い出

し、カリキュラムの見直しを行う必要がある。 

 

基本目標２ 子どもの自立に向けて「生きる力」を育む教育を推進します 

■施策の基本的方向２ 一人ひとりを大切にする教育の推進 

具体的な施策(６) きめ細かな指導の充実と学習方法の工夫改善 

主な取組と

成果 
・「真の学力＊1」を身に付けた子どもを育むため、市内小中義務教育学校のすべてで同じ方

向を向いて、誰一人取り残さない長浜の教育の実現をめざした取組の積上げができた。 

・「長浜スタイル＊２」として市内共通の授業改善に取り組み、児童生徒の主体的な学びやＩ

ＣＴの効果的な活用につながった。 

・ＩＣＴ支援員やＩＣＴ活用推進員が各校を訪問し、授業でのＩＣＴ活用推進をめざして

支援に取り組んだ。本市のＩＣＴ活用については、各調査で全国値を上回る結果が出て

いる。 

・授業でのＩＣＴ機器の活用支援や教職員向けの研修、校務での支援などを行い、教職員

のＩＣＴ活用指導力の向上および業務負担軽減につながった。 
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今後の課題 ・多様な教育的ニーズのある児童生徒に対して、適切な指導支援ができるよう、支援の在

り方を見直し、個別最適な学びと協働的な学びをさらに充実させる必要がある。 

・ＩＣＴ活用について、より子どもの主体的な学びや真の学力向上につなげられるよう、

教職員のスキルアップと授業改善にさらに取り組んでいく必要がある。 

・IＣＴ支援員を積極的に活用している学校が大半だが、効果的に活用できていない学校も

あるため、定期的に支援の方法を見直し、学校および教員個人のニーズに合った支援を

行う必要がある。 

・学力向上専門プロジェクトチーム会議等による現状分析にもとづく授業改善および指導

支援に継続して取り組み、主体的・対話的で深い学びを実現する必要がある。 

具体的な施策(７) いじめ防止対策の総合的な推進 

主な取組と

成果 
・市内各学校におけるいじめの認知件数は年々増加しているが、法律にもとづいて軽微な

ケースであっても認知するようにした結果であり、いじめの定義や捉え方について学校

や教職員一人ひとりの認識が変化し、対応が向上した成果と捉えている。 

・課題を抱える児童・生徒の背景を見立てることや、重篤な事案に対して初期対応・事後

対応でのトラブルを最小限に抑えるために、専門家のアドバイスを効果的に活用した。 

今後の課題 ・社会情勢や家庭環境の変化に伴い、ネットいじめやネット上での誹謗中傷など、学校外

での問題が増加しており、児童生徒に関わる問題は多様化・複雑化しているため、子ど

もの視点に立った相談体制の充実が必要であり、学校内外での情報共有を円滑にし、各

関係者が連携して行動できる体制の構築が重要である。 

・指導する教員の一般的な知識や常識など、いわゆる教育の範囲だけでは対応できないケ

ースが増えているため、教育・福祉・警察など多方面からの連携の強化と包括的な支援

体制の構築および推進が必要である。 

具体的な施策(８) 特別支援教育の推進 

主な取組と

成果 
・特別支援教育に関する教職員の専門性を高め、適切な指導・支援が行える体制を整え、

就学前からの切れ目ない支援体制を整備し、インクルーシブ教育システムの構築を図る

取組を進めた。 

・合同交流会・合同学習発表会等のための使用料を補償し、体験的な活動等を通して子ど

もの自立や健やかな成長を促した。 

今後の課題 ・インクルーシブ教育システムの構築に向けた意識や教職員の特別支援教育への理解は高

まってきたが、特別な支援が必要な子どもは増加傾向にあり、多様化しているため、教

員の指導力を向上させる必要がある。 

・特別な支援を必要とする幼児や児童生徒に対するきめ細かな指導・支援のため、合理的

配慮を講じつつ「個別の指導計画」「個別の教育支援計画」の作成や保護者等との共有は

もとより、一層の活用を推進する必要がある。 

具体的な施策(９) 多様な学びの場を求める子どもや保護者の支援 

主な取組と

成果 
・経験の浅い教員や小規模校の教員は、孤立感から過度な負担を抱える傾向にある。特に、

学校に対して不適応状態にある児童生徒に対しては、チーム学校として対応する必要が

ある。必要に応じてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、作業療法士

などの専門家と連携して多面的に見立てを行い、保護者や学校ときめ細かな教育相談を

実施し、寄り添う形で伴走を行った。 

・個々の状態や目標を都度共有し連携を図りながら、「こどもサポートルームなないろ(校

外教育支援センター)」では個に応じた指導支援を講じることができた。 
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今後の課題 ・不登校やいじめ、虐待等の児童生徒の課題は多様化・複雑化している。全国的な傾向と

同様、家庭環境の困窮や発達上の特性、精神的ケアを要するケースが増加しており、関

係機関や専門家との連携をより密にし、個に応じた適切な支援を充実させるとともに、

義務教育後を見据え関係機関とのつなぎを確実に行う必要がある。 

・不登校児童生徒数は年々増加傾向にあり、100 人あたりの不登校児童生徒数は小学校中

学校共に、令和６年度については全国よりやや高い水準である。分析によれば、特に中

学校で増加が顕著であり、背景にはコロナ禍以降の登校に対する意識の変化や地域との

つながりの希薄化、さらに集団適応の困難さなど複合的な要因が考えられる。こうした

中、「こどもサポートルームなないろ(校外教育支援センター)」への通室生も増加してい

るため、多様な通室形態（個別通室、小集団通室、アウトリーチ型等）に対応できるよ

う、若手の成長、世代交代も意識しながら、相談員の後身を育成し、引き継いでいくこ

とが必要である。 

具体的な施策(１０) 日本語指導が必要な児童生徒への支援 

主な取組と

成果 

・サポート指導員、サポート支援員、初期指導員、学習指導員が連携しながら、「特別の教

育課程」による個に応じた指導・支援を行ったことにより、児童生徒が学校生活を円滑

に送れるようになった。 

・進路説明会や個別懇談会等においても、通訳等の支援を行ったことにより、希望進路の

実現につながった。 

今後の課題 ・増え続ける外国人児童生徒に対して、個に応じた適切な指導・支援を行い、すべての児

童生徒が安心して学校生活を送り、希望する進路実現ができるよう関係者がより一層情

報交換を密にし、連携を強めていく必要がある。 

・多言語化が進み、母語支援で対応できない児童生徒や、海外から直接転入したため日本

語が全く話せない児童生徒が、スムーズに学校生活に慣れることができるよう、初期指

導の充実をさらに図る必要がある。 

 

■施策の基本的方向３ 確かな学力の育成 

具体的な施策(１１) 各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントの実施 

主な取組と

成果 
・各校が子どもの姿や地域の実情等から、特色ある教育課程を編成し、ＰＤＣＡによる編成、

実施、評価・改善を実施することができた。 

・全国学力・学習状況調査の児童・生徒質問紙の①「自分にはよいところがあると思います

か」に対する肯定的な回答は、令和４年度から小・中学校ともに高くなっており、自己有

用感が育まれてきたことがわかり、「将来の夢や目標を持っていますか」の質問について

も、同様の結果となっている。 

今後の課題 ・各学校において、カリキュラム・マネジメントにもとづいた教育課程の編成および特色あ

る学校づくりを今後もさらに継続していく必要がある。地域教育資源の発掘・活用や外部

機関等との連絡調整、家庭における協力等が必要である。 

・長浜市の全国学力・学習状況調査(国語、算数・数学)の結果は、小学校・中学校ともに正

答率が全国平均に届いていない。また、正答率の分布を比較すると、低位層の割合が高い。

この要因として、個に応じた学習への配慮が不十分で、基礎的な内容の定着が図られてい

ないことが考えられる。子どもたちの主体的な学びを促進するために、長浜スタイルを基

にした授業改善を図り、学力向上につなげることが必要である。 

・日々の授業を通して、教科等で身につける力と子どもたちが学びに向かう力を育む教育を

目指すとともに、学校での学びを家庭学習にもつなげる必要がある。 
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具体的な施策(１２) 言葉の力の育成 

主な取組と

成果 
・全学校に学校司書を配置することで、学校図書館整備が推進され、来館者の増加につなげ

ることができ、また現場の教員を交えた研修を実施することで、学校司書が授業支援に入

る回数が増加した。さらに子どもたちに、読み聞かせやブックトークを行うことで、本に

触れる機会を増やすことができた。 

・市立図書館では、読書を通じて豊かに生きる子どもを育むため、子どもへの読み聞かせや、

大人の意識向上を図るための事業を実施し、小学生を対象に、読んだ本の記録ができる「け

やきっ子読書カード」を発行することで、より読書が楽しくなるように工夫した。また、

園の図書館利用を促進するため、保育に役立つ本を充実させたり、保育者に本の団体貸出

の案内を行ったりした。 

・すべての学校に統一した蔵書管理システムを導入したことにより、市内の学校図書館の電

算化を図ることができた。 

今後の課題 ・読書量および読書率が低下している中高生世代の読書活動を促す取組が重要である。 

・令和６年度に全校一括導入一した蔵書管理システムの効果検証をしていく必要がある。 

 

具体的な施策(１３) 英語教育の推進 

主な取組と

成果 
・全小中義務教育学校にＪＴＥ、ＡＬＴを配置し、ティーム・ティーチングを実施すること

で、児童生徒の英語への興味・関心・意欲が向上し、コミュニケーション能力の育成につ

ながった。 

・外部機関と連携した市独自の研修「ＮＥＴＳトレーニング」の実施により、小中義務教育

学校教員の授業改善に対する意識や、英語指導力の向上につながった。 

・英語キャンプでは、業者委託により内容の充実を図り、リピーターも含め多くの児童生徒

の参加があった。 

・中学校・義務教育学校（後期）にＡＩアプリを導入したことで、聞く・話す力の育成につ

ながった。 

今後の課題 ・児童生徒の英語による発信力を高め、主体的に社会や世界と関わっていく態度を育成する

ために、引き続きＡＬＴのより有効な活用の仕方、研修内容の工夫・充実について検討し、

小学校学級担任および中学校英語科担当の指導力の向上を図る必要がある。 

・ＡＩアプリ等を効果的に使用し、個に応じた学習を進めることで、児童生徒の基礎学力や

学習意欲の向上を図り、発信力を高める必要がある。 

 

具体的な施策(１４) 理科教育の推進 

主な取組と

成果 
・小中学生を対象とした講座については、Ｈ２８年度の本格実施から実施校数も年々増加し、

令和６年度は全小中義務教育学校で実施できた。 

・専任のコーディネーターを配置し、大学と小中義務教育学校との綿密な事前調整をはじめ、

事業全体のコーディネートを行うことで、各学校のニーズに応じたより充実した講座内容

となった。 

 

今後の課題 ・今後も、長浜市の生徒の理科教育への興味・関心を高める方策を検討する必要がある。 

・学習指導要領で求められている「主体的な学び、対話的な学び、深い学びの実現に向け

た授業改善の推進」のためには、教員の指導力向上を図る研修の在り方について、これ

までの取組の成果と課題を踏まえて検討していく必要がある。 
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具体的な施策(１５) 教育の情報化の推進 

主な取組と

成果 
・授業支援ソフトを活用し、共有機能や協働作業機能等に関する研修を行い、教員のＩＣ

Ｔ活用指導力の向上につなげた。大多数の教員が学校教育活動に有用となるＩＣＴ活用

指導力を有しており、全国データとの比較においても、全国値を上回る結果がでてい

る。 

・個別最適な学びの実現に向けて、ＡＩ型ドリルソフト＊５を積極的に活用し、効果検証事

業を行い、その結果からより効果的にドリルを活用する方法について市内全校で共有

し、実践につなげた。 

・統合型校務支援システムを活用し、校務の効率化によるクラス担任・教務主任の業務負

担の軽減や、デジタル採点システムの利用による教員の採点時間の削減など、教職員の

働き方改革を進めたことにより、教職員が児童生徒に向き合う時間を増やし、教育的効

果の向上をめざした。 

今後の課題 ・学習用端末の整備から５年を超え、ＩＣＴ活用についてはかなり進み、教員のＩＣＴ活

用指導力について市内全体で向上が見られるが、学校間や教員間で格差がみられるた

め、ＩＣＴ支援員等を活用し、ＩＣＴ活用に不安をもつ教員への支援を引き続き行う必

要がある。  

・１人１台端末の更新や各種デジタルシステムの活用により、教育現場の情報通信量が増

大しており、安定的かつ高速な通信環境を確保するため、ネットワーク環境のアセスメ

ント結果に応じて、ネットワーク環境の改善を行う必要がある。 

 

■施策の基本的方向４ 豊かな心の育成 

具体的な施策(１６) キャリア教育の推進による自立心の涵養 

主な取組と

成果 
・チャレンジウィーク実施後アンケートで、９８．８％の生徒が「働くことの大切さや苦

労がわかる」、８７.５％の生徒が「職場体験で自分のよさや適性などを発見したり、確

認したりできた」と回答するなど、望ましい勤労観・職業観を学ぶ良い機会となり、各

校が地域と連携して学校独自のキャリア教育を行うことにより、積極性や自己肯定感が

より高まった。 

今後の課題 ・「職場体験活動の実施をもってキャリア教育を行なった」とする認識が強い傾向がある

が、特定の指導方法にのみ限定するのではなく、様々な教育活動を通してキャリア教育

を実践しなければならないと考えており、キャリア教育に関する教員一人ひとりの意識

の向上が必要である。 

具体的な施策(１７) 道徳教育・人権教育の推進 

主な取組と

成果 
・道徳研究会では道徳の教科化に伴い、具体的な導入方法や、授業における具体策を多く

学習する機会となった。 

・道徳推進教師連絡協議会では、授業づくりや評価に関するポイントの確認、各校の取組

状況などを交流することができた。 

・人権に関する研修会を実施することで、人権感覚を磨く貴重な学習の場となった。 

今後の課題 ・道徳の時間とそれ以外の各教科等とを関連付けた指導を行い、道徳の時間を効果的に活

用する必要がある。 

・ＩＣＴ活用も含めて、従来の研究会等の持ち方を見直し、より多くの教員が学習できる

機会に発展させていく必要がある。 

・若手教員が増える中、すべての教員が人権感覚を磨き、人権に関する知識をアップデー

トするための学習の場が必要である。 
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具体的な施策(１８) 地域学習や文化芸術活動等の体験活動を通した豊かな感性の醸成 

主な取組と

成果 
・長浜の豊かな自然や伝統文化、それを支える地域の人々と直接触れたり体験したりする

ことで、歴史を肌で体験し学びを深めることができ、和楽器体験等を行うことで、普段

経験できない演奏体験を積むことができた。 

・長浜市子ども美術展覧会では、市内園および小中義務教育学校を対象として作品を募集

し、優秀作品については展示・表彰を行うなど、子ども達の創作への意欲の向上につな

げることができた。 

・全国学力・学習状況調査において「今住んでいる地域の行事に参加している」と回答し

た児童生徒の割合は、コロナ禍もあり、目標値には届かなかったものの、全国・県平均

に比べて高い数値となっている。 

今後の課題 ・引き続き、地域資源を生かした教育活動や体験活動を推進していく必要がある。 

・アウトリーチ事業への参加を促し、本物の芸術に触れる機会を増やす必要がある。 

・長浜市子ども美術展については、持続可能な実施方法を検討する必要がある。 

具体的な施策(１９) グローバルな視点での教育活動の推進 

主な取組と

成果 
・外国にルーツのある児童生徒の増加に伴い、児童生徒の多国籍化・多言語化が進んでい

る。これらの児童生徒が在籍する学校を中心に、異文化との共生・理解に関する授業や

取組を実施し、他国の文化や生活様式等を知り、共に学ぼうとする学校風土づくりに努

めた。 

・「やまのこ」「うみのこ」の実施や、「たんぼのこ」学習の推進、「ゴミゼロの日」「びわ

湖の日」等を利用した地域清掃活動への参加や地元企業・団体と連携した環境問題への

取組を通して、協調性や公共心、故郷を大切にする心を育むことができた。 

今後の課題 ・多様な文化や価値観を理解し尊重する力を育むため、国際交流や探究的学びを充実させ

ていく必要がある。 

・今後も様々な地域体験活動を推進するために、特別活動や総合的な学習の時間の充実

と、教科学習の時間の確保を両立する計画的なカリキュラム・マネジメントが必要とな

る。 

具体的な施策(２０) 情報モラル教育の推進 

主な取組と

成果 
・各小中義務教育学校では、家庭での子どものインターネット利用状況などを把握し、ス

マートフォンやパソコン等の情報機器の正しい利用方法や情報モラル等の知識を身に付

けるための学習を進めた。 

今後の課題 ・ＳＮＳをはじめとするインターネットの利用については、低年齢化が進み、利用する子

ども数が急速に増加しており、児童生徒がトラブルに巻き込まれるケースも多くなって

いるため、ＳＮＳ等の使用に関して子どもたちに指導する大人にも、最新の知識や情報

モラルを身につけるとともに、デジタルシティズンシップ＊3に関する教育を推進する

必要がある。 

■施策の基本的方向５ 健やかな体の育成 

具体的な施策(２１) 体力の向上と健康の保持増進 

主な取組と

成果 
・多くの教員にとって、授業改善につながる講習会を実施することができた。 

・「マイ体力アップ＊4」の取組において、本市の子どもたちの課題である柔軟性について

市内各校と情報共有を図り、体育科の学習の中で柔軟運動を取り入れていくようにし

た。 

・部活動指導員や部活動支援員等の外部指導者を配置することで、生徒はより専門的な技

術指導を受けることができ、一部教員の負担軽減にもつなげることができた。 
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・食育アンケートの結果をもとに、小学５年生に対して栄養教諭が授業を行い、望ましい

食習慣、自分自身の朝ごはんの内容を見直す機会とした。 

今後の課題 ・今後も本市の子どもたちの柔軟性を高めるため、体育科の授業等を通して、柔軟性を高

める運動に取り組んでいくとともに、運動の習慣化を図るため、縄跳び等の跳の運動を

中心に体力向上の取組を推進する必要がある。 

・今後の部活動の地域展開に向けた部活動改革を進める必要があり、具体的には平日の部

活動時間の短縮による地域クラブの活動時間や場所の確保、既存の団体の指導者への協

力要請や教員の兼職兼業による指導者の確保が必要である。 

・朝ごはんを毎日食べる児童生徒の割合や栄養のバランスが取れた内容となっている割合

を増加させるため、食育指導の授業で朝ごはんを食べることの重要性を子どもたち自身

が理解できる取組とともに、給食だよりや朝食アンケート結果を活用し、保護者への啓

発を進めることが必要である。 

具体的な施策(２２) 食育の推進 

主な取組と

成果 
・給食センターの施設設備の適正な維持管理および衛生管理や食物アレルギー対応の徹底

等により、安全安心な学校給食を計画どおりに提供できた。 

・食育指導やランチメッセージ等を通して、子どもたちの食の知識の向上を促し、食への

興味・関心を深める機会を作った。また、ＳＮＳを活用した給食の情報提供や、一般開

放と試食会により、学校給食への理解を深めることができた。 

・専門医による教職員向けのアレルギー事故防止研修を行い、正しい知識の習得と理解に

努めた。 

今後の課題 ・残菜データの学校提供やおいしい給食推進会議など様々な取組により啓発を行っている

ものの、食べ残しの減少には至っていないのが課題である。 

・栄養教諭等による給食時間を活用した食育指導や、保護者等への食に関する情報提供等

を通して、学校園・家庭と連携し、食べ残しの減少と子どもたちの食経験が豊かになる

よう継続的に取り組む必要がある。 

・給食センターでは残菜の状況を確認しつつ、引き続き献立や味付け、見た目の工夫に取

り組む必要がある。 

  

基本目標３ 学校・家庭・地域のつながりを深め、地域全体の教育力の向上をめざします 

■施策の基本的方向６ 学校・家庭・地域による教育環境づくり 

具体的な施策(２３) 「長浜子どものちかい」「長浜子育て憲章」の推進 

主な取組と

成果 
・様々な機会と媒体を活用し、継続して周知・啓発に取り組むことで、子どもたちととも

に保護者や地域に一定程度の周知と理解を得られた。 

・紙芝居を制作して、各園に配付したことも、園児や保護者へのより深い理解につなが

り、絵手紙展やアンケートの実施についても、周知・啓発の強化に役立った。 

今後の課題 ・児童生徒・保護者や市民の認知度がいまだ高くないことから、より効果的な取組や機会

を探り、さらなる理解や普及に、継続的に取り組む必要がある。 

具体的な施策(２４) 学校運営協議会の推進 

主な取組と

成果 
・学校運営協議会と学校が学校運営方針やそのビジョンについて共通理解を図り、その達

成に向けて共に考えていく仕組みに、地域の独自性が加わり、各校で特色ある活動の充

実が図られた。 
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・代表者会に委員と事務局が参加し、研修や交流を行うことで、各コミュニティ・スクー

ルの運営の活性化・円滑化につながった。 

今後の課題 ・より多くの方が学校の教育活動に参加いただけるように、学校運営協議会を活性化し、

その取組を発信していくことで、地域との連携をさらに深めていく必要がある。 

・地域と学校をつなぐコーディネートを行う人材を配置し、その成果について検証してい

く必要がある。 

・子どもたちの「生きる力」を支えるために、学校運営協議会の活性化を図るとともに、

委員の任期や人数の見直しなどの改善を図る必要がある。 

具体的な施策(２５) 子どもの安全を見守る体制づくりの推進 

主な取組と

成果 
・スクールガードの活動が、安全かつ快適に実施できるように物品を配布し、子どものた

ちの登下校における安全性に寄与することができた。 

・スクールガードや子ども安全リーダーに、「きずなネット」で学校からの安全に関わる

情報提供を行えるようにし、不審者や野生動物などの情報を関係機関と共有できた。 

今後の課題 ・スクールガードの高齢化等により、登録者数が年々減少傾向にあり、市の広報誌等、よ

り多くの市民が目にすることのできるＳＮＳ等で募集をしていく必要がある。 

具体的な施策(２６) 児童虐待の早期発見と支援の充実 

主な取組と

成果 
・長浜市要保護児童およびＤＶ被害者対策地域協議会（長浜市要保護児童並びにＤＶ被害

者および困難女性支援対策地域協議会※R7 より名称変更）を運営し、要保護児童等の早

期発見や早期支援に取り組むとともに、児童虐待防止の啓発のため出前講座や研修会の

開催、啓発物品の展示等を実施した。 

・子育て短期支援事業や養育支援訪問事業を実施し、家庭が抱える養育上の諸問題を解決

又は軽減に取組、子育て支援体制の整備を進めた。 

今後の課題 ・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭や妊産婦だけでなく、ヤングケアラー

等がいる家庭、自ら助けを求めることが困難な状況にある家庭等に対しても支援が届く

よう、家庭の状況に合わせた対応が必要である。 

・地域の中で孤立感や負担感を抱える子育て世帯の虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ

為、関係機関との更なる連携強化や子どもの居場所づくり事業等の充実が求められてい

る。 

 

■施策の基本的方向７ 子育て支援体制の充実 

具体的な施策(２７) 保育サービスの充実 

主な取組と

成果 
・保育士確保対策として、保育士支援事業（保育士等奨学金返還支援金・保育士等宿舎居

住支援事業補助金・保育士等の再就職定着応援金）を実施し、採用受験者のアンケート

では７割が認知していることから、本市の園を受験するきっかけとなっており、人材確

保の一助となっている。 

・子育て家庭に対して未就園児広場や子育て相談を実施し、子育てに関する相談や遊びの

場や保護者同士の交流の場を設け、子育て不安の軽減を図った。 

・子育て専門相談員の意見交換会や研修会を実施し、支援体制の充実を図った。 

今後の課題 ・待機児童解消や低年齢かつ長時間の保育ニーズに対応するため、保育人材の確保策をさ

らに進める必要がある。 

・現在の支援策に加え、潜在保育士の就労支援や保育士が定着する働きやすい職場づくり

等、新たな視点での確保策に取り組む必要がある。 
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具体的な施策(２８) ひとり親家庭への支援 

主な取組と

成果 
・ひとり親家庭自立支援教育訓練補助事業等の各種補助事業を行ったほか、ひとり親家庭

に対し、就労相談や生活全般の相談、離婚前相談を行った。 

・子どもの成長に必要な養育費の確保を支援するため、公正証書等の作成費用補助事業や、

弁護士による無料個別相談会を開催した。 

今後の課題 ・経済的支援をはじめとしたひとり親家庭の自立に向けた支援を継続的に実施している

が、引き続きひとり親家庭が自立した生活を送ることができ、親子ともに安心して暮ら

していくことができるよう、支援の充実を図っていくことが必要である。 

・ひとり親家庭は、悩みを一人で抱え込む方も多く、孤立しないようきめ細やかな相談対

応を継続するとともに、関係機関との連携の強化や相談体制の充実を図る必要がある。 

具体的な施策(２９) 放課後児童クラブの充実 

主な取組と

成果 
・民設民営の児童クラブの新規開所を促し、放課後における子どもたちの居場所づくりを

促進した結果、令和３年度に待機児童数は０人となり、その後も待機児童数０人を維持

している。 

今後の課題 ・社会情勢の変化等により、放課後児童クラブの利用者数は依然増加しているため、今後

も引き続き、関係機関や関係事業との連携により放課後における子どもたちの安全・安

心な居場所づくりの確保に努める必要がある。 

■施策の基本的方向８ 人権尊重の社会づくりの推進 

具体的な施策(３０) 人権学習・啓発等の推進 

主な取組と

成果 
・人権尊重都市推進会議が主催する市内１９地域での人権のつどいや各自治会の人権学習

会により、市内全域で市民の人権意識の向上を推進した。 

・じんけん連続講座を通じて、様々な人権課題について専門家の講師を招聘し、正しい知

識の習得と理解を深める機会を提供した。 

今後の課題 ・市内すべての自治会で人権学習会が実施できるよう、テーマ選定、資料および講師情報

の提供など、引き続き積極的な支援が必要である。 

・人権問題について、日頃から高い関心を寄せる機会が少ない市民に対する啓発が課題で

あり、幅広いテーマでじんけん連続講座を開催するなど新たな手法の検討が必要であ

る。 

具体的な施策(３１) 男女共同参画に関する学習機会・啓発等の推進 

主な取組と

成果 
・地域・家庭・職場など様々な場面で、女性が活躍できる社会の実現をめざし、「長浜ジョブ

カフェ事業」を実施した。 

・起業セミナー（基礎クラス・フォローアップ講座）の開催や受講者同士のネットワーク構

築の場も提供し、それぞれに合ったサポートや個別事業継続をめざしたブラッシュアップ

や発表の場を設けることで、さらなる行動につなげた。 

今後の課題 ・家事・育児・介護の多くの部分を女性が担うことによる家庭と仕事の両立に対する不安感

などがあるため、働く場において女性が活躍できる環境づくりや、女性一人ひとりが自分

に合った働き方を実現できる就労の支援、男性の家事育児参画など、家庭、地域、職場で

男女がともに主体的に関わることができる環境づくりが必要である。 
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基本目標４ 地域の伝統・文化を生かし、郷土を愛する心を育てます 

■施策の基本的方向９ 地域の伝統・歴史・文化の継承 

具体的な施策(３２) 文化財の調査と保護の推進 

主な取組と

成果 
・公共用地となっている史跡の草刈りなど日常の維持管理を行うことで文化財を適正に保護

することができた。 

・指定文化財の修理にあたっては文化財所有者へ補助金の交付や指導・助言により、適切な

修理を行い、文化財の価値を高めることができた。 

・開発により破壊を免れない埋蔵文化財については、発掘調査をすることで記録を保存し、

後世に伝える資料を残すことができた。 

今後の課題 ・市内に数多くある文化財の所有者は個人や法人、保存団体などさまざまであるが、少子化

や世代交代、社会情勢の変化により人的、金銭的な課題に直面し、文化財を守り伝える環

境が厳しい状況になっている。 そのため、文化財の把握や地域で文化財を守る体制の確

立が求められる。 

具体的な施策(３３) 歴史文化の継承 

主な取組と

成果 
・地域の古墳見学や竹生島・小谷城など史跡の学習を行う出前講座では、小中学校や各種団

体から依頼を受け、文化財技師や学芸員の専門分野を活かす形で実施することができ、身

近な歴史文化に触れる機会となった。 

・民俗文化財などの伝承については、体験学習の場や伝統教室の機会を設け、伝統文化の裾

野を広げることができた。 

・文化財を保存し、後世に伝えていくために、文化財の修理に関わる技術者の技を鍛え、後

継者の育成など次世代へつなげる事業に支援を行うことができた。 

・博物館・資料館において、長浜市の歴史や文化をテーマとした魅力ある講演会や現地研修、

体験学習等を各館友の会と共催で実施することで、市民や子どもたちが郷土に愛着と誇り

を持つことができる機会を提供することができた。 

今後の課題 ・歴史講座や伝統文化の体験等を通じて、郷土の歴史文化を学び、文化財を身近なものに感

じる機会を提供しているが、無形民俗文化財などの保存伝承や保存活用団体の活動継続に

は、活動資金や担い手不足が課題となっており、補助金等の財源確保や後継者の育成に取

り組む必要がある。 

・市内小・中学校の博物館利用について、校外学習時間の短縮や移動手段の確保の困難さな

どから利用校に偏りがあるため、広報・宣伝することができるネットワークの構築が必要

である。 

・浅井歴史民俗資料館で実施している小学３年生が対象の「昔のくらし体験学習」について

は、資料館職員のみでは対応することができず、友の会活動の一環として実施しているが、

ボランティアとなるメンバーの高齢化や繁忙により、人数の充分な確保ができていない。 

今後は、活動環境の整備や世代を超えた交流促進等を行うことで、新たな人材確保に取り

組む必要がある。 

具体的な施策(３４) 歴史文化の活用と情報発信 

主な取組と

成果 

・長浜城歴史博物館において湖北・長浜の歴史や文化、人物に関する展覧会や、市民の関心

が高い時宜にかなった展覧会を開催することで、地域のアイデンティティの根幹をなす

「地域の歴史と文化」を広く市民や子どもたちに伝え、より深く知る機会を提供すること

ができた。 
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今後の課題 ・開館から４０年が経過しており、躯体や設備の老朽化がみられることから、建物設備の安

全確保や施設の長寿命化を図る必要がある。 

・個人や集落で管理できなくなった資料の寄託・寄贈が増加しているが、館内の収蔵庫が満

載状態であり、収蔵できない資料は廃校となった学校施設等を利用しているため、収蔵品

の適切な管理、保存環境の確保が難しくなっている。そのため、新たな収蔵庫の確保が必

要である。 

 

基本目標５ 市民一人ひとりが学びあえる生涯学習環境の充実を図ります 

■施策の基本的方向１０ 人生１００年時代を見据えた生涯学習の推進 

具体的な施策(３５) 誰もが学べる場の提供 

主な取組と

成果 
・市民の身近な学びの場として、指定管理者制度を活用し、利用満足度の高い施設管理、適

切な管理運営を行った。 

・すべての地域のまちづくりセンター等において、子ども学び座や大人の生涯学習講座、異

世代間交流事業などを実施し、人づくり・つながりづくり・地域づくりにつながる生涯学

習の推進と、子どもの生きる力を育む学びの機会を提供することができた。 

今後の課題 ・引き続き、まちづくりセンター等を地域の学びの拠点として活用し、子どもから大人まで

参加しやすい学習機会の提供を行っていくことが必要である。 

具体的な施策(３６) 多様な学びの機会の提供 

主な取組と

成果 
・未就園児の親子の居場所づくりや小学生対象の「子ども学び座」、社会人対象の生涯学習講

座、家庭教育支援の講座など子どもから高齢者までの学びの機会を提供することができ

た。 

・地域と学校が連携協働して子どもたちの地域での学びを通した生きる力を育むため、モデ

ル地域に地域と学校をつなぐコーディネートを行う人材を配置し、学校と連携した子ども

学び座など地域と学校が連携協働する仕組みと体制づくりを進めた。 

今後の課題 ・働き世代である３０～５０代へのアプローチや、今まで参加していない世代にも来てもら

えるよう、社会状況やニーズに応じ、多様な学習機会を提供していくことが必要である。 

具体的な施策(３７) 学びを深める人づくりの支援 

主な取組と

成果 
・地域リーダー育成事業では、地域の中学生、高校生、大学生がリーダーとして、小学生の

自然体験キャンプ活動や子どもぶんか祭を企画、運営することで、地域リーダーの育成を

図った。 

・地元先生育成プロジェクトでは、地元の大学や高校、市民団体、ＮＰＯ、企業など多様な

機関と連携し、地域資源を生かした地域人材の育成を図る講座を実施した。 

・言葉を大切にするまちづくり推進事業では、読み聞かせ活動を行うボランティア団体など

子どもの読書活動に関わる方を対象に研修会や交流会を実施し、ボランティアへの支援を

図った。 

今後の課題 ・人づくりについてはすぐに成果が出るものではないため、中長期的な視点で持続可能な計

画を立て実施していくことが必要である。 

具体的な施策(３８) 学びのための情報発信 

主な取組と

成果 
・市学習情報誌「生涯学習のおさそい」を発行し、まちづくりセンター等への配布や市ホー

ムページに情報を掲載した。 

・県の生涯学習情報サイト「におねっと」と連携して情報発信を行った。 
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今後の課題 ・必要な時に必要な情報が入手できるよう、ホームページやＳＮＳ等のＩＣＴの活用や広

報誌、情報誌の紙媒体等、様々な手段での効果的な発信を検討していくことが必要であ

る。 

具体的な施策(３９) 図書館サービスの充実 

主な取組と

成果 
・図書館のサービス提供体制を見直し、中央図書館のサービスと資料が市内全域に行き渡る

ようにした。 

・レファレンス事例を定期的に公開することで、レファレンスサービスの周知を図り、新た

な質問や資料提供につなげることができた。 

今後の課題 ・来館困難者も含むすべての市民が、より身近で利用しやすいサービス提供体制を構築する

必要がある。 

・レファレンスや本のリクエストサービスを知らない市民もまだまだ多く、引き続き周知が

必要である。 

・レファレンスに的確に応えるためには、職員のレベルアップを図ることも必要である。 

具体的な施策(４０) 図書館を情報拠点とした市民の学習活動の支援 

主な取組と

成果 
・年間購入計画を作成し、計画的な資料提供と、要求の多い分野の補充や地域資料の積極的

な収集を行い、迅速で確実な資料提供ができた。 

・図書館だけでなく様々な機関と連携した展示をおこない、市民の新たな学びの機会を提供

した。 

今後の課題 ・市民の要求に的確に応えながら、暮らしに役立つ資料の提供を継続することが大切であり、

知的好奇心を喚起するような企画展示に取り組むことが必要である。 

具体的な施策(４１) 子どもの読書活動の推進 

主な取組と

成果 
・近隣の大学などと連携して、中学生から大学生世代向けの展示事業などを行い、読書への

興味・関心を促すことができた。 

・子どもが最も身近に本に親しめる学校や園に、団体貸出を積極的に実施し、読書環境整備

の支援や学習機会の充実を図ることができた。 

・読み聞かせなどのボランティア向け講座や交流会を実施し、ボランティアのスキルアップ

に努め、子どもと本をつなぐ活動の支援ができた。 

今後の課題 ・どの年代の子どもへも一人ひとりの環境や多様性に応じた読書環境の整備や働きかけをす

すめていくことが必要である。 

・学校や園への支援や連携を継続的に実施していくと同時に、子どもを取り巻く大人へも積

極的に働きかけ、学校園、家庭、地域が一体的に読書環境の整備を進めていく必要がある。 

 

■施策の基本的方向１１ 文化・芸術の創造と振興 

具体的な施策(４２) 文化芸術の鑑賞の充実と創作・発表・交流活動への支援 

主な取組と

成果 
・文化ホール等で開催する鑑賞型公演をはじめとした様々な文化事業だけでなく、市内の小

中学校や福祉施設などに出向いて文化事業を実施するアウトリーチ事業を積極的に推進

し、市民が文化芸術を身近に体験できる機会を増やした。 

・市民自らが参加し創りあげる音楽公演や舞台など市民参加型事業を数多く実施し、多様な

人が交流し、文化芸術のすそ野を広げることに繋げられた。 

今後の課題 ・文化イベントの開催情報はもちろん、市内で活動する文化団体の活動状況などを積極的に

発信し、誰もがわかりやすく参加しやすい情報提供を行っていく必要がある。 
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具体的な施策(４３) 文化施設の活用と文化芸術団体との連携・協力 

主な取組と

成果 
・市内の文化芸術団体等の活動を推進し、市民参加型の事業などを積極的に実施したことに

より、文化ホールをはじめとする文化施設の有効活用と文化芸術を通じた地域の活性化が

図れた。 

今後の課題 ・６施設ある文化ホールの老朽化により修繕費など施設維持費が増大しているため、閉鎖も

含めた用途変更を進め、必要とする機能の選択と集約化をしていくとともに、日常の活動

の場である各地域のまちづくりセンターと文化ホールのすみ分けをし、市民の文化活動拠

点を確保していく必要がある。 

■施策の基本的方向１２ スポーツ活動の推進 

具体的な施策(４４) 「する」スポーツの推進 

主な取組と

成果 
・あざいお市マラソンやびわ湖長浜ツーデーマーチなどのスポーツイベントやスポーツ教室

を開催することで、子どもから高齢者までそれぞれ個人の体力や目的に応じたスポーツ活

動の場を提供するとともに、スポーツによる地域振興を図ることができた。 

・令和７年度開催の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けスポーツ団体の活動

を支援することで、競技力向上および競技人口拡大を図った。 

・エリアバランスに配慮した施設の適正配置と維持管理経費の低減のため、本市スポーツ施

設の基本方針および整備計画を定めた「長浜市スポーツ施設整備基本計画」を策定した。 

今後の課題 ・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、市内スポーツ施設利用者は大きく減少し、今

なお感染拡大前の利用水準に戻っていないことから、運動無関心層へ重点的に参加を促

し、成人のみならず幼少期や児童期などについても幅広く継続的に運動習慣を身に着け、

スポーツが生活習慣の一部となるような施策の展開が必要である。 

・スポーツ施設については、老朽化した施設による大きな財政負担を軽減するため、選択と

集中によるスポーツ施設の適正配置を進めるとともに、安心・安全なスポーツ活動ができ

るよう、施設の長寿命化やバリアフリー化に取り組む必要がある。 

具体的な施策(４５) 「みる」スポーツの推進 

主な取組と

成果 
・国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の機運醸成や大会成功に向け、大会開催会場

を活用した全国規模の大会や合宿の積極的な誘致、トップアスリートと交流できる機会を

創出し、子ども達に夢や感動を与えることができた。 

・スポーツイベントに関する情報を各種ホームページやＳＮＳを活用し積極的に発信し、さ

らに国内外で活躍した地元の選手を市ホームページに掲載するとともに報道機関への資

料提供により広く情報を伝えることで市民のシビックプライドを醸成し、スポーツの振興

や地域の活性化につなぐことができた。 

今後の課題 ・国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会終了後、大会で培った受け入れ・運営のノウ

ハウを活かした事業の展開が必要である。 

・子どもたちや若者が夢を持ち挑戦を続けられるよう、全国規模の大会や合宿の誘致、ト

ップアスリートと交流できる機会を継続していく必要がある。 

具体的な施策(４６) 「ささえる」スポーツの推進 

主な取組と

成果 
・スポーツ競技団体の組織体制の強化や大会を支えるボランティアの拡大を図り、令和７年

度の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会本番に向け協力体制の強化を進めた。 

・総合型スポーツクラブ活動の充実を図ることで、地域スポーツの拠点として地域で身近に

スポーツに親しむことができる環境をつくり、さらにスポーツで優秀な成績をおさめた選

手に激励金を交付するほか表彰を行うことにより、市民のスポーツへの興味や関心を深め

た。 
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今後の課題 ・少子化や教員の働き方改革を受けて、子どもや若者がスポーツ活動に継続して親しむこと

ができる環境の整備が必要であり、地域のスポーツ団体がその受け皿となるよう、資格を

有する指導者の確保や新たな地域クラブの立ち上げを進める必要がある。 

  

基本目標６ 安全・安心で質の高い教育を支える環境を整備します 

■施策の基本的方向１３ 質の高い教育のための環境整備 

具体的な施策(４７) 誰もが安心して学べる学校園施設等の整備 

主な取組と

成果 
・インクルーシブ教育の理念にもとづき、すべての子どもが地域で教育を受ける機会を整え

るため、全小中義務教育学校において、エレベーター設置率６０％を維持し、施設のバリ

アフリー化に継続して取り組んだ。 

今後の課題 ・エレベーター等未整備の学校については、令和７年度に策定される「長浜市学校園の適正

規模・適正配置に関する基本方針」にもとづき、学校施設の長寿命化と合わせてバリアフ

リー化を進めていく必要がある。 

具体的な施策(４８) 就学援助による経済的支援 

主な取組と

成果 
・一部の申請方法を電子化し、申請時期を４月末まで延長することにより、保護者や学校の

負担軽減に努めた。 

今後の課題 ・申請方法の電子化について、一部の申請のみが対象となっており、保護者の利便性向上お

よび学校の事務負担軽減のため、さらに電子化を進める必要がある。 

具体的な施策(４９) 教職員研修の充実 

主な取組と

成果 
・「教師力」の向上には研修は不可欠であり、研修への参加をめざして、多様な学びの機会を

提供すべく、集合研修やオンライン研修、オンデマンド研修やアウトリーチ研修、ハイブ

リッド研修などを実施した。 

・アンケート分析を通して、教職員のニーズを反映した研修を提案し、さらに他部署と連

携・協力を図ることで、令和６年度には５９講座の研修を実現できた。 

今後の課題 ・校務の多忙の中、研修への参加意識を高めることが課題であり、そのためにも、参加者が

学びの意義を実感し、目的を明確にし、より主体的かつ積極的に参加できるような働きか

けが必要である。 

・今後も授業力、指導力、マネジメント能力等、今求められている「教師力」の向上につな

がる研修の充実をめざすとともに、学校現場の主体的な研修を推進・支援していくことが

重要である。 

具体的な施策(５０) 教職員の働き方改革の推進 

主な取組と

成果 
・「超過勤務月４５時間以上の割合前年比－３％」を成果目標に掲げ、各校の働き方改革を推

し進め、特に教育ＤＸによる授業スタイルの変容とともに、授業準備にかかる時間の短縮

も図れている。 

・教育委員会への提出書類の精選や統合型校務支援システムの掲示板機能等の活用により、

情報共有にかかる時間の圧縮にも成功しており、「令和９年度 月平均超過勤務４５時間超

え職員０％」を目標に、教員の意識改革も進んでいる。 

・保育業務支援システムの導入により、事務従事時間の縮減やコミュニケーションが図られ、

活用が進んできており、各園の実情に応じた業務の見直しや改善を行うことで、効率的な

業務の遂行や保育環境の整備につながっている。保護者との連絡手段のデジタル化は利便

性を高めた反面、操作に慣れるまでの負担感はあったものの、徐々に解消しつつある。 
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・園の職員対象にワークショップを実施し、日ごろの業務の見直しと改善について話し合う

ことで、課題を共有し主体的な改善を促すきっかけとなった。 

今後の課題 ・超過勤務時間および基準超過者の割合は横ばい、あるいは微減に留まっており、依然とし

て繁忙期には約７割の職員が基準を超過するなど、長時間勤務の固定化が課題である。特

に、教頭等の管理職への業務集中が全体の数値を押し上げている。令和８年度導入の新勤

怠システムによる客観的データ分析を軸に、特定の校務分掌に依存しない「チーム担任制」

の導入や組織体制の抜本的な転換が求められている。 

・ＩＣＴ活用による効率化が進む一方で、教材作成等の初期負担やスキル差による教育・業

務の質の格差、デジタルとアナログの二重管理といった新たな課題が顕在化している。ま

た、勤務時間外でも連絡が届くことへの心理的圧迫感や、保護者からの要望に対する即時

対応への負担感など、デジタル化に伴う精神的疲弊が心配される。園・学校と家庭の双方

が納得できる運用の最適化を急ぐ必要がある。 

・業務の効率化や負担軽減が図られつつあるものの、保育者として働くことの魅力ややりが

いを感じられる職場づくりや資質向上に向けて、職員の業務改善の意識を高めながら、引

き続き取り組む必要がある。 

具体的な施策(５１) 学校適正配置の協議・取組の推進 

主な取組と

成果 
・長浜市学校園の適正規模・適正配置検討委員会における議論を経て、学校園の適正規模・

適正配置に関する基本方針の策定を進めた。 

・対象地域各校園の保護者、学校運営協議会委員との意見交換会を継続した。その中で、西

浅井地域、木之本地域（伊香具小学校）において保護者の合意が得られ、事業が進展し、

その後、地域住民が参画する形で統合に向けた協議・準備を進めた。 

・義務教育学校の教職員を対象に、小中一貫教育に関する研修支援（先進校視察、講師招聘

による研修会）を実施し、検証アンケートを実施することにより成果と課題を明らかにし

た。 

今後の課題 ・児童生徒数の減少に伴う学校の小規模化が進み、学校間で教育の質や水準に格差が生じる

可能性があると考えており、策定した学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針につ

いて、市全体に周知し、新しい学校園づくりに向けて対象地域での保護者、地域住民との

意見交換を行う必要がある。 

・小中一貫教育基本方針にもとづいた義務教育学校の教育活動について、成果と課題を整理

し、実情に応じた見直しを行う必要がある。 

用語解説 

＊1 「真の学力」 「未来をになう長浜っ子」に育みたい資質・能力（教科等で身に付ける力+学びに向かう力）のこと。 

＊２ 長浜スタイル  本市でめざす「子どもが自ら学ぼうとする授業」の名称。子どもを主語にした授業サイクルの中で、

これまでの実践と ICTとの最適な組み合わせを実現し、「主体的・対話的で深い学び」の実現をめざす。 

＊3 デジタルシティズンシップ デジタル技術の利用を通じて、社会に積極的に関与し、参加する能力のこと。 

＊4  マイ体力アップ 全国的に小学生の体力低下が課題となっている中、本市において、児童一人ひとりが自分のレベ

ルに応じて行う軽運動を決め、継続的に取り組むことで、体力向上をめざすものとして、平成 30年度から取り組んでい

る事業。 

＊5  ＡＩ型ドリルソフト ＡＩが学習者の解答データを分析し、一人ひとりの習熟度に合わせて取り組むことのできる

デジタル教材のこと。  
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本市では、次代を担う子どもたちがそれぞれの個性や能力を伸ばすことができ、また、市民一人ひと

りが豊かな人生を送ることができるよう、本市のめざす姿や教育行政に関する方向性をより明確にす

るため、地方教育行政の組織および運営に関する法律の規定にもとづき、「教育大綱」を個別に策定し

ています。 

 

１．基本方針  

 

 

 

私たちは、多くのひと・こと・ものと関わり、つながりを持ちながら生活することで、今日まで穏やかで

和やかな暮らしを育んできました。そうした中で本市は、美しい自然環境、魅力ある歴史遺産、地域の伝

統文化など、様々な地域資源を大切にしてきました。 

人と人との心のつながりを大切にしてきた先人たちの志をこれからも後世に引き継ぐとともに、時

代の変化に対応して積極的に新しい物事へ取り組むことで、生涯を通してお互いに学びあい、学び続け

ることのできるまち「ながはま」の実現をめざします。また、お互いの人権を尊重しあい、心豊かに満ち

足りて人生を送ることができる人づくりをめざします。 

 

２．基本目標 
 

  

本市がめざす教育の姿（基本方針）の実現に向けて、６つの基本目標を定めます。 

 

基本目標１ 乳幼児期における就学前教育を充実します 

多様化する社会の変化に伴い、コミュニケーション能力や学ぶ意欲の低下、体力の低下など、子ども

たちの育ちに影響が出てきています。乳幼児期における就学前教育は小学校以降における生きる力の

基礎や生涯にわたる人格形成の基礎を培う上で重要な役割を担っています。 

発達の過程を見通した遊びや体験を通して、学習意欲や活動意欲を高めるとともに、家庭や地域と

連携し、子ども一人ひとりの特性に応じた支援体制を強化するなど、より質の高い、就学前教育を充実

します。 

 

多様化・グローバル化する社会に伴い、子どもを取り巻く環境が大きく変容する中で、自立に向けた

「生きる力」を一人ひとりに確実に身に付けさせることが重要です。生涯にわたり学び続ける基盤を培

い、充実した人生を送るための基礎づくりとして、確かな学力と豊かな心、健やかな体の育成に取り組

む一方、子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、指導・支援の充実を図ります。 

  

基本目標２ 子どもの自立に向けて「生きる力」を育む教育を推進します 

第３章 長浜市がめざす教育の姿（教育大綱） 
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基本目標３ 
学校・家庭・地域のつながりを深め、地域全体の教育力の向上をめざし

ます 

社会情勢や子育てに対する意識の変化等により、教育へのニーズが多様化しています。次代を担う子

どもたちを育て、健やかに成長させることができる地域社会を実現するためには、学校や家庭、地域が

情報や課題を共有し、連携した取組が重要です。学校や家庭、地域が自らの役割と責任を果たし、つな

がりを深めるとともに、一体となって地域全体の教育力の向上をめざします。また、市民一人ひとりが

お互いの個性や多様性を認め合い、お互いに支えあいながら、人権が尊重される地域社会をめざしま

す。 

 

基本目標４ 地域の伝統・文化を生かし、郷土を愛する心を育てます 

本市には湖北地方特有の美しい自然環境、魅力ある歴史遺産、地域に根づいた伝統文化が満ちあふ

れています。子どもから大人まで市民一人ひとりがあらゆる機会を通して、先人から引き継がれてきた

遺産や伝統に触れることは、郷土を誇りに思う心、ひいては郷土を愛する心を育むため、遺産や伝統を

守り次世代へ継承する取組を推進します。 

 

基本目標５ 市民一人ひとりが学びあえる生涯学習環境の充実を図ります 

市民一人ひとりが文化や芸術、スポーツなどの生涯学習を通して、自己実現をめざし、お互いに支え

あい、学びあう中で、習得した成果を地域社会の中で生かすことは、その人の生きがいにつながります。

心豊かな暮らしが実現できるよう、市民のだれもが学びあえる生涯学習環境の充実を図り、学んだこと

を生かせる社会づくりを推進します。 

 

基本目標６ 安全・安心で質の高い教育を支える環境を整備します 

未来を担う子どもたちが、安全・安心な環境で学び、生活できるよう教育施設の整備や学校の適正配

置の取組等、教育環境の整備・充実を図ります。また、学校や園のニーズや今日的な課題を踏まえた教

職員への研修体制の充実と、教職員があたたかさや愛をもって子どもと向きあうことができるよう、教

職員の働き方改革を推進し、質の高い教育をサポートします。 
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１．教育大綱との関係  

 

第４期長浜市教育振興基本計画は、以下の施策の基本的方向を中心に長浜市教育大綱の実現に向

けて取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 今後５年間の施策展開 

長浜市教育大綱（基本目標） 

第 4期長浜市教育振興基本計画（施策の基本的方向） 

１ 乳幼児期における就学前教育＊1を充実します 

１ 「生きる力」の基礎を培う就学前教育を推進します 

子どもの自立に向けて「生きる力」を育む教育を推進します 2 

一人ひとりの可能性を輝かせる柔軟な教育課程を編成します 2 

「真の学力」の向上をめざします 3 

「豊かな心」と「健やかな体」を育成します 4 

学校・家庭・地域のつながりを深め、地域全体の教育力の向上をめざします 3 

学校・家庭・地域が一体となって学びの環境をつくります 5 

子育て支援と家庭教育の充実を図ります 6 

人権尊重の社会づくりを推進します 7 

地域の伝統・文化を生かし、郷土を愛する心を育てます 4 

教育を通して地域の伝統や文化を継承するとともに、開かれたシ
ビックプライドの醸成を図ります 

8 

市民一人ひとりが学びあえる生涯学習環境の充実を図ります 5 

子どもから高齢者まで豊かに学び続ける生涯学習を推進します 9 

文化・芸術の創造や振興とスポーツ活動を推進します 10 

安全・安心で質の高い教育を支える環境を整備します 6 

安全・安心で質の高い教育のための環境を整備します 11 
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２．施策体系図  

 教育大綱      施策の基本的方向            具体的な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
用語解説 

＊１ 就学前教育 子ども（主に0歳から6歳まで）が小学校・義務教育学校に入る前に受ける教育の総称。幼稚園、保育所、認定

こども園などで実施される教育活動を指す。一般的に、幼児教育とも呼ばれる。 

＊2 カリキュラム・マネジメント 児童や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を

教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと、教育課程の実施に必

要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して、教育課程にもとづき組織的かつ計画

的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと。（小学校学習指導要領 第１章 総則 第１の４） 

＊3 教育DX 教育DX(教育デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を駆使して教育の在り方を根本から変革す

る取組を指し、単なるデジタル化ではなく、教育の方法や指導の進化をめざすもの。 

 

１ 「生きる力」の基礎を培う就

学前教育＊1を推進します 
基本目標１ 

2 一人ひとりの可能性を輝か

せる柔軟な教育課程を編成し

ます 

基本目標 2 

(1) 遊びや生活の中で子どもが自分で考え、

判断し、行動する力が育つ教育・保育を実

践します 

(2) 言葉の力の基礎を育成します 

(3) 多様性や個人差、教育的ニーズに応じた

支援体制を充実します 

(4) 生きる力の基礎となる安心・安全な就学

前教育の充実に取り組みます 

(5) 子どもの育ちを見通した園小中義務教育

学校の連携の中で、創造的な思考や主体

的な生活態度の基礎を培います 

(6) 個の特性を把握し、一人ひとりの良さを
生かす授業を展開するための柔軟なカリ

キュラムを推進します。 

(7) すべての子どもたちが安心して学ぶ"機会

"を提供します 

(8) 教職員の資質向上により一人ひとりの教
育的ニーズに応じた特別支援教育の充実

を図ります 

(9) 長浜スタイル（自ら学ぼうとする授業）に

よる授業改善に取り組みます 

(１０) 言葉の力を育成します 

(１１) 授業改善および教職員の働き方改革に
資する教育DX＊3を推進します 

(12) 地域での体験活動の充実を図り、郷土
愛の心を育みます 

(13)市内大学と連携した専門的分野の人材育

成を推進します 

(14) 本に親しむ環境を整え、子どもの読書活
動を推進します 

(15) 対話とふれあいを通して、道徳教育・人
権教育を推進します 

(16)体力の向上と健康の保持に取り組みます 

(17) 食育を推進します 

３ 「真の学力」の向上をめざし

ます 

４ 「豊かな心」と「健やかな体」

を育成します 
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(１8) 地域と学校の連携と協働により「生きる

力」を育成します 

(１9) 子どもの安全を守るための環境整備を
図ります 

(20) 児童虐待の早期発見と支援の充実を図
ります 

(21) 中学校部活動の地域連携・地域展開を
推進します 

５ 学校・家庭・地域が一体とな

って学びの環境をつくります 基本目標 ３ 

(22) 家庭教育を支援します 

(23) 安心して楽しく子育てができるよう支

援します 

(24) 放課後児童クラブを充実します 

(25) 人権学習・啓発等を推進します 

(２6) 男女共同参画に関する学習機会・啓発
等を推進します 

６ 子育て支援と家庭教育の充

実を図ります 

７ 人権尊重の社会づくりを推

進します 

(２7) 授業や出前講座を通じて地域の歴史・
伝統文化にふれる機会を提供します 

８ 教育を通して地域の伝統や

文化を継承するとともに、開か

れたシビックプライドの醸成を

図ります 

基本目標 ４ 

(28) 誰もが学べる場ときっかけづくりを提
供します 

(２9) 多様な学びの機会を提供します 

(30) 学びを通じた人づくり・つながりづくり・
地域づくりを支援します 

(31) 図書館サービスを充実します 

９ 子どもから高齢者まで豊か

に学び続ける生涯学習を推進

します 

基本目標 ５ 

(32) 文化芸術の体験機会を充実します 

(33) 市民が主体となる多様な文化芸術事業
を推進します 

（34） 市民一人ひとりの運動・スポーツ活動を

推進します 

１0 文化・芸術の創造や振興と

スポーツ活動を推進します 

(35) 誰もが安心して学べる学校園施設等を

整備します 

(36) 多様な研修を体系化し、教師力の向上
を図ります 

(37) 教職員のウェルビーイングの向上をめざ

し、働き方改革を推進します 

(38) 学校園の適正規模・適正配置＊1 の取組

を推進します 

１１ 安全安心で質の高い教育

のための環境を整備します 
基本目標 ６ 

用語解説 
＊1 学校園の適正規模・適正配置 少子化が進む中で学校園の小規模化を解消し、すべての市立学校園において充

実した教育・保育が受けられるよう教育環境を整備するため、学校園の規模や配置を適正化する取組のこと。 
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３．今後５年間の施策展開  

 

施策の 
基本的方向 

１ 

 教育大綱：基本目標１ 

「生きる力」の基礎を培う就学前教育を推進します 

乳幼児期に遊びや生活を通して様々なことに挑戦したり、自分の思いや考えを伝えたり、友だちと力を

合わせてやり遂げたりする経験をする中で、小学校以降の学習や生活につながる「学びの芽生え」が生ま

れます。乳幼児期の「学びの芽生え」を児童期の「学びの基礎」につなげることで、子どもは安心し、自信を

もって成長し、自立への基礎を育んでいきます。そのために、学びの連続性を意識した取組や地域の特色

を生かした主体性を育む教育・保育内容の工夫を図ります。また、多様な保育ニーズに対し、子ども一人

ひとりの特性や発達課題に応じた支援体制を強化・充実し、必要かつ良質な教育・保育環境の整備を図り

ます。 

■具体的な施策 

(1) 遊びや生活の中で子どもが自分で考え、判断し、行動する力が育つ教育・保育を実践します 

 子どもが身近な自然や物的・人的環境等に主体的に関わる中で、興味関心を広げ夢中になって遊びを

創造する楽しさを味わうことのできる教育・保育の充実に取り組みます。また、地域の自然を生かした体

験活動や集団遊び等の多様な活動を通して、人と関わるコミュニケーション能力や基礎的な体力・運動機

能の向上を図ります。 

（２） 言葉の力の基礎を育成します 

 乳幼児期は、表情やしぐさ、言葉を通して先生や友達と心を通わせるようになります。言葉を獲得する

この時期に、安定した情緒のもと、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を身に付けるとと

もに、言葉による表現を楽しめるよう取り組みます。 

(3) 多様性や個人差、教育的ニーズに応じた支援体制を充実します 

 しょうがいや病気の有無、国籍や言語など、それぞれ異なる背景や能力、特性に関係なく、一人ひとり

の発達や特性に応じた支援につながるよう職員のスキル向上をめざし研修体制の充実に取り組みます。

また、関係機関や小学校・義務教育学校との連携を図る中で、各園における支援体制の強化を図ります。 

(4) 生きる力の基礎となる安心・安全な就学前教育の充実に取り組みます 

 十分に養護の行き届いた環境のもと、身近な大人によって生命を守られ、愛される中で、人に対する

愛情や信頼関係を育む教育・保育を実践します。 

【指標（進捗管理目標）】 
具体的施 

策番号 指  標 
現状値 目標値 

（R12年度） 

評価 

年度  

（1） 
『子どもが主体的に遊ぼうとする姿を実感した』保護者の

割合 
R6 89.0% 95.0% ① 

（２） 
家庭において、乳幼児に週２日以上読み聞かせを実施し

ている割合 
R6 66.0% 95.0% ① 

（3） 
『特別支援に関する研修』（特支・外国籍・家庭支援・医ケ

ア）を受講した職員の延べ人数 
R6 ― 91人 ① 

（3） 
特別支援に係る職員の研修受講後のアンケート回答によ

る受講に対する肯定的な意見の割合 
R6 91.0% 95.0% ① 

（4） 
『園での生活を楽しく過ごすことができた』と実感した保

護者の割合 
R6 87.0% 95.0% ① 

（4） 保育所・認定こども園（長時部）の待機児童数 R6 11人 0人 ③ 
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評価パターン 

①積上げ評価：累計登録者数や延べ参加者数などが、５年間で段階的に上げて目標値を達成できるよう設定するもの。 

②年度単位評価：1年間の参加者数や登録者数などを目標値とし、達成できるように設定するもの。 

③削減指標評価：待機児童数など、事案を削減できるよう目標値を設定するもの。  
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施策の 
基本的方向 

２ 

 教育大綱：基本目標２ 

一人ひとりの可能性を輝かせる柔軟な教育課程を編成
します 

一人ひとりの可能性を輝かせるため、教育的ニーズを的確に把握し、成長段階に応じた柔軟で切れ目のな

い指導や支援を行うことができるよう、取組を進めます。 

■具体的な施策 

(5) 子どもの育ちを見通した園小中義務教育学校の連携の中で、創造的な思考や主体的な生活態度の

基礎を培います 

 就学前教育から小学校教育への円滑な接続を図るため、「生きる力」の育成を軸に据えて、幼児の遊び

や生活が充実し、発展できるような教育・保育を実践します。また、幼児期の学びを小学校・義務教育学

校教育に活かせるよう、園と小学校・義務教育学校が子どもの姿を共有し、発達や学びの連続性を踏まえ

た架け橋プログラム＊1やスタートカリキュラム＊2をもとに教育・保育の充実に取り組みます。 

(6)  個の特性を把握し、一人ひとりの良さを生かす授業を展開するための柔軟なカリキュラムを推進

します。 

 子ども一人ひとりの特性や良さ、学びの状況を把握し、個別最適な学びや協働的な学びに転換してい

きます。学習評価と連携したカリキュラム・マネジメント＊3により、教育課程の編成・実施・評価・改善のサ

イクルを確立し、学校全体で柔軟な授業展開を推進します。 

(7) すべての子どもたちが安心して学ぶ"機会"を提供します 

 いじめや不登校を含む様々な問題に対して、子どもたちが安心して学校生活が送れるよう総合的な対

策を推進します。 いじめ防止やいじめの早期発見、早期対応のために学校が組織的な対策を強化すると

ともに、不登校の児童生徒には「アセスメント」に基づき、個別の状況に応じた柔軟な支援を組織的に実

施します。特に、経済的困難や地域とのつながりの希薄化など、複雑化する家庭環境への対応として、ス

クールカウンセラーや＊5スクールソーシャルワーカー＊6等の専門家と福祉・労働・医療等の関係部局との

連携を一層強化します。具体的には、就学援助による経済的支援の適切な案内や、必要に応じた関係施

策への迅速な「つなぎ」を体系化し、家庭の状況に寄り添った包括的な支援体制の充実を図ります。また、

学びの保障に向けて、校内教育支援センター（別室）での柔軟な指導やICTによるオンライン学習支援な

どを「適切な学習機会」と明確に位置づけ、その充実を図ります。「こどもサポートルームなないろ（校外教

育支援センター）」や令和８年４月開校の「学びの多様化学校」、民間施設等とも連携して多様な学びの機

会を提供することで、外国人児童生徒への適切な支援も含め、すべての子どもが自尊感情＊7を高めなが

ら過ごせる教育機会の確保とともに安心して学ぶ機会の提供に取り組んでいきます。 

(8) 教職員の資質向上により一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実を図ります 

 園小中義務教育学校間および関係機関との連携のもと、しょうがいのある子ども一人ひとりの教育的

ニーズに応じた個別の指導計画＊8および個別の教育支援計画＊9の作成と内容の充実、活用を進め、進

学・就労も見据えた長期的な視点で子どもの自立に向けての適切な指導や支援を行います。また、子ど

もに関わる教職員の専門性向上の取組を進めるとともに、インクルーシブ教育システム＊10の構築に取り

組みます。 
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【指標（進捗管理目標）】※小学校には義務教育学校(前期) 、中学校には義務教育学校（後期）を含みます。 
具体的施 

策番号 
指  標 

現状値 目標値 

（R12年

度） 

評価 

年度  

（5） 

園小接続カリキュラム推進アンケートで『各学区で設定し

た「めざす子ども像」や「幼児期の終わりまでに育ってほ

しい１０の姿＊11」を意識した取組』ができたと回答した割

合 

R6 5.0% 95.0% ① 

（5） スタートカリキュラム＊2を実施した小学校数 Ｒ７ 1校 全校 ① 

（６） 

「学習指導において、児童生徒一人一人に応じて、学習課

題や活動を工夫する」によく行ったと回答した学校の割

合(全国学力・学習状況調査＊13学校質問項目) 

R7 
小 ２０.0% 

中 25.0% 

小 ５０.0％ 

中 ５０.0％ 
② 

（６） 

「学習指導において、児童生徒が、それぞれのよさを生か

しながら、他者と情報交換して話し合ったり、異なる視点

から考えたり、協力し合ったりできるように学習課題を工

夫する」によく行ったと回答した学校の割合(全国学力・

学習状況調査＊13学校質問項目) 

R7 
小 24.0％ 

中 41.0％ 

小 ５０.0％ 

中 ６０.0％ 
② 

（7） 

90日以上の欠席の不登校児童生徒の内、学校内外の機

関等で専門的な相談・指導等を受けた人数の割合（国の

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関

する調査＊12） 

R6 
小 72.7% 

中 55.9% 

小 80.0% 

中 70.0% 
② 

（7） 

「困りごとや不安がある時に、先生や学校にいる大人にい

つでも相談できる」（全国・学力状況調査＊13質問紙）とし

た割合 

R7 
小 75.1％ 

中 74.9％ 

小 80.0%

中 80.0% 
② 

（8） 

通常の学級在籍で「個別の教育支援計画＊8」を作成して

いる児童生徒の「個別の教育支援計画＊9」の活用割合（連

携率）（県「特別支援教育に係る実態調査」） 

R6 78.43% 85.0% ② 

評価パターン 

①積上げ評価：累計登録者数や延べ参加者数などが、５年間で段階的に上げて目標値を達成できるよう設定するもの。 

②年度単位評価：1年間の参加者数や登録者数などを目標値とし、達成できるように設定するもの。 

③削減指標評価：待機児童数など、事案を削減できるよう目標値を設定するもの。 

用語解説 

＊1 架け橋プログラム 子どもに関わる大人が立場を越えて連携し、架け橋期（義務教育開始前後の5歳児から小学校1年生の

2年間）にふさわしい主体的・対話的で深い学びの実現を図り、一人一人の多様性に配慮した上ですべての子どもに学びや生

活の基盤を育むことをめざすもの。 

＊2 スタートカリキュラム 小学校に入学する子どもたちが、幼稚園や保育所および認定こども園での学びと育ちを基礎とし

て、主体的に自己を発揮し、新しい学校生活を創造していくためのカリキュラム。 

＊3 カリキュラム・マネジメント 児童や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を

教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと、教育課程の実施に必

要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して、教育課程にもとづき組織的かつ計画

的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと（小学校学習指導要領 第１章 総則 第１の４） 

＊4 PDCAサイクル 事業活動において管理業務を円滑に進める手法の一つで、Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）

→ Act（改善）の 4 段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する。 

＊5 スクールカウンセラー 学校で児童生徒や保護者の悩みを聴くとともに、教員のサポートをし、不登校を始めとする児童生

徒たちの心のケア、事件・事故等の緊急対応における被害児童生徒の心のケアにあたる心の専門家。 

＊6 スクールソーシャルワーカー 社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて

支援を行う社会福祉士、精神保健福祉士等のこと。 
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＊7 自尊感情 自尊感情は体験と感情との共有の繰り返しで形成され、他人との比較ではなく、絶対的な無条件の感情であり、

長所も短所もひっくるめて自分自身を大切に思い、自分を価値のある存在と認識する感情のこと。自尊感情が高いと自信や

心理的健康につながり、失敗しても粘り強く取り組むことができるため、家庭や社会からの支持や承認が大切である。 

＊8 個別の指導計画 各教科等の指導に当たって、しょうがいの状態や発達の段階等を把握し、その実態に即した指導の目標

や内容、指導方法等を示した計画。 

＊9 個別の教育支援計画 家庭や地域、医療や福祉等の関係機関との連携を図り、長期的な視点で教育的支援を行うための

計画。 

＊10 インクルーシブ教育システム 人間の多様性の尊重等の強化、しょうがい者が精神的および身体的な能力等を可能な最

大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、しょうがいのある者とない者が共に学

ぶ仕組み。 

＊11 幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿 「健康な心と体」「自立心」など10項目からなり、幼児教育の修了時までに

領域内容ごとに育ってほしい資質・能力を示し、幼児期の普遍的な在り方を示したもの。幼児教育から小学校教育への移行を

円滑にするため示された指針で、子どもの発達や学びを小学校に引継ぎ、幼保小の一貫した教育を実現していくねらいがある。 

＊12 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 文部科学省が実施するこの調査は、児童・生徒の問

題行動や不登校の状況を把握し、効果的な指導や支援策を検討する目的で行う。結果は教育政策改善や学校対応策の基礎資

料として活用され、現場理解に重要な役割を果たす調査。 

＊13 全国学力・学習状況調査 文部科学省が全国の小学校・義務教育学校6年生と中学校3年生・義務教育学校９年生 を対

象に実施する学力調査のこと。児童生徒の学力や学習状況を把握し、教育施策の成果や課題を検証・改善することを目的とし

ている。 
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施策の 
基本的方向 

３ 

 教育大綱：基本目標２ 

「真の学力」＊1の向上をめざします 

子どもたちに基礎的・基本的な知識や技能をしっかりと身に付けさせるとともに、文章や対話を通じて「読

み解く力」を育成します。また、学びを深めるための探究的な学びの姿勢を基盤とし、学力の確かな向上をめ

ざします。その中で、主体的・対話的な学びの推進を通じて、思考力や判断力、協働力などの非認知能力＊2を

育み、「真の学力」＊1の向上をめざします。 

■具体的な施策 

(9) 長浜スタイル＊3（自ら学ぼうとする授業）による授業改善に取り組みます 

 児童生徒が自分で課題を発見し、見通しを持って解決に向かい、さらに協働的に考え、振り返る長浜スタ

イル＊3による授業改善に取り組み、この学習サイクルの中で、個々に応じた指導支援を行います。子どもを

主語にした授業の確立のために、授業実践とＩＣＴとの最適な組み合わせによる効果的な学習スタイルを選

択し、「主体的・対話的で深い学び＊4」の実現をめざします。また、さまざまな教育データを活用し、エビデン

スにもとづく教育施策の推進に取り組みます。 

(10) 言葉の力を育成します 

 学校教育において、読む・書く・聞く・話すといった言語活動の充実を図り、自分の考えや意見を的確に

表現できる力や、論理的な思考力の育成に取り組みます。また、家庭・園・学校・図書館が連携し、子どもた

ちが幼児期から読書に親しみ、継続的に読書習慣を身に付けられるよう、蔵書の整備や学校司書の活用、

市立図書館の団体貸出制度を活用するなどして、読書環境の整備を図ります。 

(11) 授業改善および教職員の働き方改革に資する教育DX＊5を推進します 

 すべての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの一体化を図るＩＣＴの活用に

取り組みます。また、教職員の働き方改革に資するよう教育ＤＸ＊5により工夫改善を図り、さらに推進して

いきます。教員のＩＣＴ活用指導力＊6向上と情報化による校務の効率化＊7に取り組むことで、指導時間の確

保を図り、学力向上等子どもたちの育成に取り組みます。 

(12) 地域での体験活動の充実を図り、郷土愛の心を育みます 

 授業や放課後、週末等の多様な場面において、地域の大人と子どもがともに関わり合いながら、勉強、

スポーツ、文化、自然体験など多様な体験活動に参加できる機会を充実させることで、地域への愛着を育

むとともに子どもたちの豊かな学びの土台づくりを推進していきます。（長浜の自然および地域資源等を

学びの素材とした体験活動を通して、仲間や地域の人々との協働を通じた協調性の育成） 

(13) 市内大学と連携した専門的分野の人材育成を推進します 

 理系専門大学が有する高度な専門知識・研究成果を活用し、中高生を対象とした科学技術や理数系分野

への関心を高める取組を推進します。これにより、次世代を担う人材の育成を図り、将来のイノベーション

創出＊8や地域の産業力強化に資する人材基盤を形成します。 
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【指標（進捗管理目標）】※小学校には義務教育学校(前期)を、中学校には義務教育学校（後期）を含みます。 
具体的施 

策番号 指  標 
現状値 目標値 

（R12年度） 

評価 

年度  

（9） 

「わからないことや詳しく知りたいことがあったときに、

自分で学び方を考え、工夫することはできていますか。」

「学級の友達・生徒との間で話し合う活動を通じて、自分

の考えを深めたり、新たな考え方に気付いたりすること

ができていますか」に肯定的に回答した児童生徒の割合

（全国学力・学習状況調査＊9児童・生徒質問調査項目） 

R6 
小 83.3％ 

中 82.7％ 

小 88.0％ 

中 88.0％ 
② 

（9） 

「主体的・対話的で深い学び＊4 の視点からの授業改善に

関する取組状況」に関する項目（Ｒ６は 11 項目）につい

て、肯定的な回答をした学校の割合（全国学力・学習状況調

査＊9学校質問調査項目） 

R6 
小 88.7％ 

中 86.4％ 

小・中学校ともに 

100% 
② 

（10） 
【再掲】家庭において、乳幼児に週２日以上読み聞かせを

実施している割合 
R6 66.0% 95.0% ① 

（10） 

「言語活動について、国語科を要としつつ、各教科等の特

質に応じて、学校全体として取り組んでいますか」によく

していると回答した学校の割合（全国学力・学習状況調査＊9 

学校質問調査項目） 

R6 30.0% 60.0% ② 

（10） 
市立図書館の団体貸出を利用した園の数 

市立図書館の団体貸出を利用した中学校の数 
R6 

園  14園 

中学校 7校 

園  18園 

中学校 9校 
① 

（11） 

教員の ICT 活用指導力の状況の項目に肯定的に回答し

た教員の割合（学校における教育の情報化の実態等に関する

調査＊10） 

R6 91.1% 100% ② 

（11） 
校務の情報化により業務負担が軽減していると感じてい

る教職員の割合（アンケート） 
R7 ー 90.0％ ② 

（12） 

「地域や大人に、授業や放課後などで勉強やスポーツ、体

験活動に関わってもらったり、一緒に遊んでもらったりす

ることがある（習い事は除く）」に肯定的回答をした児童

生徒の割合（全国学力・学習状況調査＊9 質問調査項目 Ｒ７よ

り） 

Ｒ７ 
小 ４５．１％ 

中 ３２．５％ 

小 60.0％ 

中 50.0％ 
② 

（12） 
「ラーケーションの日」＊11 の制度の理解に努め、取得した

児童生徒の割合 
R6 

７％ 

（２・３学期のみ実施 

延べ人数による割合） 

30.0% ② 

（13） 
「理系教科・分野に興味がある」と回答する子どもの割合

（事業後アンケート） 
R7 100％ 100％ ② 

評価パターン 

①積上げ評価：累計登録者数や延べ参加者数などが、５年間で段階的に上げて目標値を達成できるよう設定するもの。 

②年度単位評価：1年間の参加者数や登録者数などを目標値とし、達成できるように設定するもの。 

③削減指標評価：待機児童数など、事案を削減できるよう目標値を設定するもの。 

用語解説 

＊1 「真の学力」 「未来をになう長浜っ子」に育みたい資質・能力（教科等で身に付ける力+学びに向かう力）のこと。 

＊2 非認知能力 知識や技術ではなく、個々の人格や性格、価値観などを表す力のこと。「自己管理力」「共感力」「コミュニケー

ション能力」など、人間としての基本的な力。テストの点数や偏差値、IQ（知能指数）などといった数値で表せる「認知能力」とは

違い、数値では表せないが、これからの時代を生きるために、幸せな人生を切りひらくために必要な能力とされている。 
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＊3 長浜スタイル 本市でめざす「子どもが自ら学ぼうとする授業」の名称。子どもを主語にした授業サイクルの中で、これまで

の実践とICTとの最適な組み合わせを実現し、「主体的・対話的で深い学び」の実現をめざす。 

＊4 主体的・対話的で深い学び 令和2年度から実施の学習指導要領で示された授業改善の視点。「各教科等において身に付

けた知識および技能を活用したり、思考力、判断力、表現力等や学びに向かう力、人間性等を発揮させたりして、学習の対象と

なる物事を捉え思考することにより、各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方（以下「見方・考え方」という。）が鍛

えられていくことに留意し、児童が各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く

理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えをもとに創造したりすること

に向かう過程を重視した学習の充実を図ること。」と示された。 

＊5 教育DX 教育DX(教育デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を駆使して教育の在り方を根本から変革

する取組を指し、単なるデジタル化ではなく、教育の方法や指導の進化をめざすもの。 

＊6 ＩＣＴ活用指導力 子どもたちが主体的・対話的で深い学びを体験できるよう、ICTを積極的に活用し、授業や学習場面で

効果的に使い、子どもたちのICT活用を促す指導能力。 

＊7 情報化による校務の効率化 学校における事務業務や管理業務にICTを活用し効率化し、教育の質向上と教職員の負担

軽減をめざすこと。 

＊8 将来のイノベーション創出 新しいアイデア・技術・仕組み・価値を生み出し、それによって社会や経済に変革をもたらすこ

と。 

＊9 全国学力・学習状況調査 文部科学省が全国の小学校・義務教育学校 6年生と中学校 3年生・義務教育学校９年生を対

象に実施する学力調査のこと。児童生徒の学力や学習状況を把握し、教育施策の成果や課題を検証・改善することを目的とし

ている。 

＊10 学校における教育の情報化の実態等に関する調査 全国の公立学校を対象に教育の情報化の状況を把握するために行

われる統計調査。ICT機器の整備状況や学校のインターネット接続状況、教員の ICT活用指導力＊の状況を把握し、教育政

策の立案に役立てることを目的としている。 

＊11 「ラーケーションの日」の制度 「学習（ラーニング）」と「休暇（バケーション）」を組み合わせた愛知県発 の新しい学び方・休

み方。 「ラーケーションの日」とは、子どもが保護者等とともに、校外（家庭や地域）で、体験や探究 の学び・活動を、自ら考え、

企画し、実行することができる日。 校外での自主学習活動であるため、学校に登校しなくても欠席とはならず、「出席停止・忌 

引等」と同じ扱いとなる。本市では、令和６年度 9月より実施。 
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施策の 
基本的方向 

４ 

 教育大綱：基本目標２ 

「豊かな心」と「健やかな体」を育成します 

子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むことをめざします。基本的な生活習慣や社会生活の規範意識、

生命の尊重、他人への思いやりを大切にし、「豊かな心」を培います。また、健康を生涯にわたって保持・増進

するため、運動やスポーツに親しむ環境を整え、学校体育を充実させ運動習慣を確立します。 

■具体的な施策 

(14) 本に親しむ環境を整え、子どもの読書活動を推進します 

 読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる

力を身に付けていく上で欠くことのできないものです。そのため、子どもたちが幼児期から読書習慣を身

に付けることができるように、学校園、家庭、地域が連携・協働体制をとり 読書環境の整備を進めます。併

せて、外国にルーツをもつ子どもやしょうがいのある子どもなど多様な背景をもつ子どもたちへの読書の

機会を提供します。 

また、家庭・地域・学校などが連携して、「子ども読書の日」＊1や「こどもの読書週間」＊2、「けやきっ子読書

の日」＊3に沿った事業を展開するなどして、市全体で子どもの読書活動を推進する気運を高める取組を進

めます。 

(15) 対話とふれあいを通して、道徳教育・人権教育を推進します 

 道徳教育の充実を図り、学校の教育活動全体を通して他人を思いやる温かい心を育むとともに、わがま

ち・長浜を愛する子どもの育成を図ります。また、挨拶をはじめとした望ましい人間関係づくりを重視し、

挨拶を意識した日常的な声かけや対話の機会の充実などを通して、互いを尊重し合う学校文化の醸成に

取り組みます。さらに、地域と連携し、学んだことを生かして行動できる道徳的実践力を高めます。また、あ

らゆる教育活動を通じて子どもたちの自尊感情＊4を高めるとともに、人権についての正しい理解と認識を

培い、人権を尊重する実践的な態度の育成に取り組みます。 

(16) 体力の向上と健康の保持に取り組みます 

 子どもたちの体力向上を図るために、日々の体育科学習の授業改善に取り組みます。また、運動に対す

る愛好的態度の向上をめざし、学校での休み時間等に進んで運動ができるよう取り組みます。中学校・義

務教育学校の部活動では、専門性をもった指導員の配置や支援員の派遣を行い、生徒の競技力等の向上

を図ります。さらに、健全な生活習慣を身につけるために、健康診断や調査にもとづき、一人ひとりの実態

に応じた指導・支援を行います。 

(17) 食育を推進します 

 学校給食を通じて、子どもたちが食に関する正しい知識を身につけ、健全な食生活を考える力を養いま

す。また、学校園、家庭、地域が連携し、食文化への関心を育むとともに、残さず食べることの大切さを伝

え、実践する力を育てます。さらに、食物アレルギーについても、正しい知識を深め、理解を促進するため

の取組を進めます。 
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【成果指標の設定】※小学校には義務教育学校(前期)、中学校には義務教育学校（後期）を含みます。 
具体的施 

策番号 指  標 
現状値 目標値 

（R12年度） 

評価 

年度  

（14） 

1か月間の読書冊数が 0冊の割合（滋賀県子どもの

読書活動に関する調査＊5） 
    

・小学校 4年生～小学校 6年生 R6 3.5％ 2.1％ ③ 

・中学校 1年生～中学校３年生 R6 16.5％ 14.0％ ③ 

（14） 
1年間に市立図書館における 13歳～18歳の市民

一人あたりの年間貸出冊数 
R6 4.0冊 5.0冊 ① 

（１4） 
【再掲】家庭において、乳幼児に週２日以上読み聞かせ

を実施している割合 
R6 66.0% 95.0% ② 

（１4） 
市在住の外国人の状況に併せて、市立図書館全体で

必要な言語の子ども向け資料の購入冊数 
R6 36冊 150冊 ② 

（15） 
「自分には、よいところがある」と答えた割合（全国学

力・学習状況調査＊6） 
R7 

小 86.3％ 

中 86.1％ 

小 ９０．０％  

中 90.0％  
② 

（15） 
「人が困っているときは、進んで助けている」と答えた

割合（全国学力・学習状況調査＊6） 
R7 

小 94.2％ 

中 89.6％ 

小 95.0％ 

中 93.0％ 
② 

（16） 

新体力テスト＊7の体力合計得点     

・小学５年生 R6 
男子 51.4点 

女子 51.8点 

男女ともに 

53.0点 
② 

・中学２年生 R6 
男子 43.3点 

女子 47.5点 

男子 46.0点 

女子 50.0点 
② 

（１6） 

運動やスポーツが苦手（嫌い）な傾向がある児童生徒

への指導の充実のために取組を行っている学校の割

合（全国体力・運動能力、運動習慣等調査） 

R6 
小９２.00％ 

中 83.33％ 

小中学校ともに 

100％ 
② 

（17） 食物アレルギー事故防止研修＊8実施回数 R6 

年１回 

（市教委実施） 

年１回 

（各校実施） 

年１回 

（市教委実施） 

年１回 

（各校実施） 

② 

（17） 
バランスのとれた食事をすることは大切だと思ってい

る児童・生徒の割合（食育アンケート＊9） 
R6 

小５ 98.5％ 

中２ 96.4％ 

小中学校ともに 

100％ 
① 

（17） 
朝食を毎日食べる児童・生徒の割合（食育アンケート＊

9） 
R6 

小５ 91.2％ 

中２ 80.7％ 

小５ 93.0％ 

中２ 90.0％ ① 

評価パターン 

①積上げ評価：累計登録者数や延べ参加者数などが、５年間で段階的に上げて目標値を達成できるよう設定するもの。 

②年度単位評価：1年間の参加者数や登録者数などを目標値とし、達成できるように設定するもの。 

③削減指標評価：待機児童数など、事案を削減できるよう目標値を設定するもの。 

用語解説 

＊1 子ども読書の日 4月23日。国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深め、子どもが積極的に読書活

動を行う意欲を高めるため「子どもの読書活動の推進に関する法律」により制定された。 

＊2 こどもの読書週間 「子ども読書の日」の前後1週間をさす。 

＊3 けやきっ子読書の日 けやきっ子は、読書を通じて心豊かにすくすくと成長する長浜の子どもたちを、市の木「けやき」に

なぞらえて表現した言葉。「長浜市子ども読書活動推進計画（第2期）」（平成26年3月策定）時から、家庭や地域で、読書に親し

む日として、毎月第3日曜日を「けやきっ子読書の日」とし、市全体で取組をすすめている。 

＊4 自尊感情 自尊感情は体験と感情との共有の繰り返しで形成され、他人との比較ではなく、絶対的な無条件の感情であり、

長所も短所もひっくるめて自分自身を大切に思い、自分を価値のある存在と認識する感情のこと。自尊感情が高いと自信や
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心理的健康につながり、失敗しても粘り強く取り組むことができるため、家庭や社会からの支持や承認が大切である。 

＊5 滋賀県子どもの読書活動に関する調査 県内の児童・生徒の読書量を把握するため、小学校４年生から中学校３年生まで

を対象に滋賀県教育委員会が実施する調査のこと。例年、５月の１か月間に読んだ書籍の冊数と、授業時間以外に平日１日あ

たりの読書時間を調査している。 

＊6全国学力・学習状況調査 文部科学省が全国の小学校 6年生と中学校 3年生を対象に実施する学力調査のこと。児童生

徒の学力や学習状況を把握し、教育施策の成果や課題を検証・改善することを目的としている。 

＊7新体力テスト 文部科学省が国民の体力・運動能力の現状を明らかにするとともに、体育・スポーツの指導と行政の基礎資

料を得ることを目的に、毎年実施している調査のこと。テスト項目は年齢区分によって異なっている。 

＊8 食物アレルギー事故防止研修 1年に 1度、市内保・幼・小中・義務教育学校の教員を対象として、専門医から最新の知見

を得たり、エピペントレーナーを使ってエピペンを打つ練習をしたりしている。学校での食物アレルギー事故防止努めている。 

＊9 食育アンケート 県が行っていた「朝ごはん調査」を活用し、小学校５・中学校 2年生の児童生徒を対象に、「朝ごはんを食

べているか」といった食生活や、生活リズムについて調査するもの。 
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施策の 
基本的方向 

５ 

 教育大綱：基本目標３ 

学校・家庭・地域が一体となって学びの環境をつくりま
す 

 地域の教育資源や特性を活かし、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちの学びの環境をつくります。

学校・家庭・地域の連携・協働の体制づくりを進め、子どもたちの安全と成長を見守る環境づくりを進めます。 

■具体的な施策 

(18) 地域と学校の連携と協働により「生きる力」を育成します 

 「地域とともにある学校」の考えのもと、各校が学校運営協議会＊1と連携を図りながら、保護者や地域の

人の参画を得て、その意見が反映される学校運営を進めます。 

地域全体で子どもたちの学びや成長を支え、子どもたちの地域での学びを通した「生きる力」を育むた

め、地域と学校のさらなる連携・協働の仕組みと体制づくりを進めます。地域の高齢者や保護者、地元団体

など幅広い地域住民等の参画を得ながら、地域資源を活用した学び＊2や体験活動など、子どもたちが地

域の方と関わり、つながることで、地域への愛着や誇りを育み、地域の将来を担う人材の育成を図ります。 

(19) 子どもの安全を守るための環境整備を図ります 

 学校・家庭・地域が連携しながら通学路の安全点検を実施するなど、地域全体で子どもたちの安全を見

守る体制づくりを進めます。特に、学校と連携してスクールガード＊3の活動を支援するとともに、子ども安

全リーダー＊4、青少年センター、自治会等の関係機関との連携をさらに強化します。 

(20) 児童虐待の早期発見と支援の充実を図ります 

 学校・家庭・地域社会が連携・協力することにより、子どもの人権を守れる安全・安心な環境をつくりま

す。 児童虐待の早期発見、早期対応を図るため、学校・園は日々の乳幼児・児童生徒の状況を把握すると

ともに、子どもたちや保護者が相談しやすい環境づくりに取り組みます。虐待が疑われる場合には、家庭児

童相談室等関係機関と速やかに連携し、適切に対応します。   

(21) 中学校部活動の地域連携・地域展開＊5を推進します 

 部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行＊6を推進し、地域の実情に応じた持続可能なスポーツ・文

化活動の環境を構築します。また、中学校・義務教育学校においては、拠点校型部活動＊7を当面の軸として

外部指導者＊8を活用し、子どもたちの活動の場を広げます。 

【指標（進捗管理目標）】 

具体的施 

策番号 指  標 
現状値 目標値 

（R12年度） 

評価 

年度  

（18） 地域学校協働活動推進員＊9の設置校数 R7 9校 ２０校 ② 

（19） 
児童数に対するスクールガード＊3登録者数が 20％

未満の学校数 
Ｒ７ 5校 ３校 ③ 

（20） 
家庭児童相談室に園・学校から新規に虐待通告され

た件数 
R６ 

学校： １８６件 

園 ：  38件 
― ― 

（21） 部活動指導員を含む外部指導者＊8数 Ｒ７ 11種目・27名 50名 ① 

（21） 地域展開を見据えた、拠点校部活動＊7の推進 R6 1校 5校 ① 

評価パターン 

①積上げ評価：累計登録者数や延べ参加者数などが、５年間で段階的に上げて目標値を達成できるよう設定するもの。 

②年度単位評価：1年間の参加者数や登録者数などを目標値とし、達成できるように設定するもの。 

③削減指標評価：待機児童数など、事案を削減できるよう目標値を設定するもの。 
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用語解説 

＊1 学校運営協議会 学校と保護者や地域住民がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働し

ながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。 

＊2 地域資源を活用した学び 地域の文化や歴史、自然などを生かした体験活動や学習活動。 

＊3 スクールガード あらかじめ各小学校に登録した地域住民が、学校内を巡回したり通学路などの巡回パトロールや危険箇

所の監視などを行ったりする学校安全ボランティアのこと。 

＊4 子ども安全リーダー 子どもを犯罪から守るため、警察署長から委嘱を受け、通学路等での安全パトロールや安全指導、

見守りなどの活動を行うボランティア団体。 

＊5 中学校部活動の地域連携・地域展開 これまで学校が主体として行ってきた部活動を、地域全体で広げ、地域住民が主体

となって活動する地域クラブや団体など、多様な活動環境を整備していくこと。具体的には地域の人材活用や複数校での合同

活動、地域団体への委託など。 

＊6 地域クラブ活動への移行 これまで学校が主体となってきた部活動を、新たに地域が主体となって活動する地域クラブや

団体に移行すること。 

＊7 拠点校型部活動 地域内の特定の学校を拠点校として、他の学校の生徒が拠点校の部活動に参加できる仕組み。ある生

徒が自分の通う学校に希望する部活動が無い場合でも、拠点校が実施する部活動に参加することが可能になる。 

＊8 外部指導者 部活動における教員や部活動指導員以外の学校外の指導者のこと。主に技術面や戦略面の指導を行い、大

会等での引率はできない。 

＊9 地域学校協働活動推進員 社会教育法第９条の７にもとづき、学校長の推薦により教育委員会が委嘱する地域と学校と

の連絡調整を担うコーディネーター。地域と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域と学校とのつなぎ役として協働活

動の企画、連絡調整などを行う。 
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施策の 
基本的方向 

６ 

 教育大綱：基本目標３ 

子育て支援と家庭教育の充実を図ります 

地域と家庭の子育て力の向上を図るため、悩みを抱える人の相談の場や学習機会の提供等、子育て支援

と家庭教育の充実を図ります。また、放課後における児童の安全安心な居場所づくりのため、放課後児童ク

ラブ＊1の受入れ体制の整備等と質の向上を図ります。 

■具体的な施策 

(22) 家庭教育を支援します 

 地域と家庭の子育て力の向上を図るため、子育て中の方や、子育て支援に関心のある方々を対象に、子

どもへの声かけや関わり方などの子育てに関する知識を学ぶ機会として、家庭教育に関する講座を開催し

ます。また、園校において保護者を対象にした幼児期や思春期など子どもの発達段階に応じた学習機会の

提供支援を行います。 

(23) 安心して楽しく子育てができるよう支援します 

 子育ての悩みや不安を気軽に相談できる場を設けることで孤立や不安を軽減します。また、子どもの遊

び場や親同士が交流できる場を提供することで、子どもの健やかな成長を促しながら安心して楽しく子育

てができるよう支援します。  

(24) 放課後児童クラブ＊1を充実します 

 放課後における児童の安全安心な居場所づくりのため、支援員や実施場所の確保のみならず研修や巡

回指導の実施による支援員の知識・技術の向上に努め、放課後児童クラブの受け入れ体制整備と維持と質

の向上を図ります。 

【指標（進捗管理目標）】 
具体的施 

策番号 指  標 
現状値 目標値 

（R12年度） 

評価 

年度  

（22） 
家庭教育に関する講座受講後の満足度「とても

よかった」と回答する割合（受講後アンケート） 
R6 92.0% 95.0％ ② 

（23） 子育て専門相談員＊2への相談件数 R6 218件 現状維持 ② 

（23） 未就園児広場＊3の実施園数 R6 20園 現状維持 ② 

（24） 放課後児童クラブの待機児童数 R6 0人 0人 ① 

評価パターン 

①積上げ評価：累計登録者数や延べ参加者数などが、５年間で段階的に上げて目標値を達成できるよう設定するもの。 

②年度単位評価：1年間の参加者数や登録者数などを目標値とし、達成できるように設定するもの。 

③削減指標評価：待機児童数など、事案を削減できるよう目標値を設定するもの。 

用語解説 

＊1 放課後児童クラブ 就労等により保護者が昼間家庭にいない小学校の児童を対象に、放課後や小学校の長期休業中等

に、適切な遊びや生活の場を与え、児童の健全育成を図る事業。 

＊2 子育て専門相談員 育児への不安や悩みを持つ保護者に対し、子育てに関する相談に応じることにより、乳幼児の健全な

発達を推進することを目的としている。市立幼稚園、保育所および認定こども園全園に配置。  

＊3 未就園児広場 幼稚園等に通園していない園児とその保護者を対象に、子育てに関する相談や遊びの場を提供している。

また、保護者同士の交流の場として、地域に開かれた子育ての拠点とし、子育ての不安や孤立化を軽減することを目的とす

る。 
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施策の 
基本的方向 

７ 

 教育大綱：基本目標３ 

人権尊重の社会づくりを推進します 

様々な人権課題についての正しい認識を深めるとともに、人権課題の解決に向けて、時代の変化に合わ

せた学習機会の拡充や啓発等を推進し、人権尊重・男女共同参画意識の高揚を図ります。 

■具体的な施策 

(25) 人権学習・啓発等を推進します 

 すべての人がお互いの「個性」を尊重し、多様性を認め合い、互いに支えあいながら人権が尊重される社

会の実現をめざして、人権学習・啓発等を推進します。人権をめぐる今日の社会情勢を踏まえ、既存の人権

問題とともに、インターネット上の人権侵害や性的マイノリティの人権など、時代の変化に合わせた人権啓

発等を推進し、人権意識の高揚を図るため、人権学習会を開催します。 

(26) 男女共同参画に関する学習機会・啓発等を推進します 

 男女の人権が尊重され、一人ひとりが地域や家庭・職場等、社会のあらゆる分野でいきいきと活躍でき

る男女共同参画社会の実現をめざして、学習機会の提供や意識を高めるため、啓発イベント等を開催しま

す。 

【指標（進捗管理目標）】 
具体的施 

策番号 指  標 
現状値 目標値 

（R12年度） 

評価 

年度  

（25） 自治会での人権学習会の評価（ 5 段階評価） R6 4.2 4.8 ② 

（26） 
人権や男女共同参画の啓発イベント参加者の満

足度（5段階評価） 
R6 64.0％ 80.0％ ② 

評価パターン 

①積上げ評価：累計登録者数や延べ参加者数などが、５年間で段階的に上げて目標値を達成できるよう設定するもの。 

②年度単位評価：1年間の参加者数や登録者数などを目標値とし、達成できるように設定するもの。 

③削減指標評価：待機児童数など、事案を削減できるよう目標値を設定するもの。 
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施策の 
基本的方向 

８ 

 教育大綱：基本目標4 

教育を通して地域の伝統や文化を継承するとともに、
開かれたシビックプライド＊1の醸成を図ります 

学校や地域を対象に、自分たちの地域の歴史や文化に関する歴史講座や伝統文化の体験学習等を開催す

ることで、歴史文化を身近に感じるとともに、郷土を愛する心と豊かな情緒を培い、地域の伝統や文化を継

承し、開かれたシビックプライドの醸成を図ります。 

■具体的な施策 

(27) 授業や出前講座を通じて地域の歴史・伝統文化にふれる機会を提供します 

 市民が自分たちの地域の歴史や文化を通じて郷土を愛する心と豊かな情緒を培い、歴史文化が市民に

とってさらに身近なものになるよう、関係機関と連携し、学校や地域を対象に、歴史講座や伝統文化の体

験学習等を開催します。 

 

【指標（進捗管理目標）】 
具体的施 

策番号 指  標 
現状値 目標値 

（R12年度） 

評価 

年度  

（27） 出前講座の件数 R6 72件 現状維持 ② 

（２7） 
市立図書館ホームページのレファレンス事例集（児童編）

に掲載する、地域の昔話や民話に関する事例件数 
R6 7件 35件 ① 

評価パターン 

①積上げ評価：累計登録者数や延べ参加者数などが、５年間で段階的に上げて目標値を達成できるよう設定するもの。 

②年度単位評価：1年間の参加者数や登録者数などを目標値とし、達成できるように設定するもの。 

③削減指標評価：待機児童数など、事案を削減できるよう目標値を設定するもの。 
 
用語解説 

＊1 シビックプライド 自分が住んでいる地域に対する市民の誇りであり、その地域の一員であるという自覚にもとづき、積極 

的に地域の発展に貢献していこうという意識。 

※「シビックプライド/CivicPride」「CIVIC PRIDE」は株式会社読売広告社の登録商標です。  
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施策の 
基本的方向 

９ 

 教育大綱：基本目標5 

子どもから高齢者まで豊かに学び続ける生涯学習を
推進します 

一人ひとりが幸せや生きがいを感じるとともに、地域や社会が幸せや豊かさを感じられるものとなるよう、 

多様な学びの機会を通じ、誰もが、生涯を通じて学ぶ楽しさを感じ、学んだことを生かして豊かなまちづくり

につなげる生涯学習を推進します。また、生涯学習関連施設を活用したり、図書館機能を充実させたりする

など、生涯にわたって学び続けられる環境を整えます。 

■具体的な施策 

(28) 誰もが学べる場ときっかけづくりを提供します 

 市民の身近な学びの場として、つながりづくり、まちづくりにつながる多様な活動を支える場となるよ

う、生涯学習関連施設の活用と体制の充実を図り、まちづくりセンター等を地域の学びの拠点として学習

機会の充実を図ります。学びや活動への主体的な参加のきっかけづくりのため、楽しさをベースとし、誰も

が参加しやすい学びの場や地域づくりにつながるテーマの設定、子育て世代が参加しやすい活動などの工

夫を図ります。年齢や性別、国籍やしょうがいの有無に関わらず、すべての人が自身の希望に応じて学習

できるよう、学習機会の提供や提供時の配慮を行います。講座等の学習情報について必要な時に必要な情

報が入手できるよう、効果的な発信を進めます。 

(29) 多様な学びの機会を提供します 

 子どもから高齢者までライフステージに応じた生涯にわたる学習機会の提供を行います。地域の高校や

大学、企業、市民活動団体など多様な組織や団体と連携し、地域づくりにつながっていく学習機会の提供

や、本市が持つ歴史・文化・自然・産業など様々な魅力を学び、地域への愛着と誇りの醸成を図る講座、オ

ンラインを活用した学びなどICTを活用して地理的・時間的・空間的制限にとらわれない学びなど、多様な

学びの機会の提供を図ります。 

(30) 学びを通じた人づくり・つながりづくり・地域づくりを支援します 

 生涯学習を推進していくためには、課題やニーズをふまえ、様々な人や組織と連携協働しながら学びの

活動を計画・支援する人材の役割が重要となることから、生涯学習事業の企画運営に関わる職員やスタッ

フ等の人材育成や研修の充実を図ります。また、学びが学ぶだけで終わるのではなく、学びの成果や今ま

での知識・経験を活用し、人づくり・つながりづくり・地域づくりにつながる生涯学習の推進を図ります。 

(31) 図書館サービスを充実します 

 市民の豊かな学びを支えるため、誰もが図書館サービスを受けられるよう、より身近な図書館サービス

の提供をめざします。 

そのために、市民の暮らしに役立つ資料の充実をさせるとともに、多様な資料要求に応えていきます。

また、レファレンス＊1機能を強化し、 一人ひとりに寄り添ったきめ細かい資料提供を行うことで、市民が暮

らしの中でより身近で便利に図書館を利用できるようサービスの充実に取り組みます。 
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【指標（進捗管理目標）】 
具体的施 

策番号 指  標 
現状値 目標値 

（R12年度） 

評価 

年度  

（28） 
「生涯を通じて学習する機会づくり」の満足度（市民意識

調査） 
R6 22.8% 30.0％ ② 

（29） 
子ども学びと生涯学習のまちづくり推進事業＊2の参加人

数（延べ） 
Ｒ6 12,771人 13,000人 ② 

（30） 
生涯学習事業の企画運営に関わる職員・スタッフの研修

参加者数（延べ） 
R6 31人 40人 ② 

（31） 貸出密度（市民一人あたりの貸出冊数） Ｒ6 7.3冊 7.7冊 ① 

（31） レファレンス＊1事例の公開件数 R6 56件 150件 ① 

評価パターン 

①積上げ評価：累計登録者数や延べ参加者数などが、５年間で段階的に上げて目標値を達成できるよう設定するもの。 

②年度単位評価：1年間の参加者数や登録者数などを目標値とし、達成できるように設定するもの。 

③削減指標評価：待機児童数など、事案を削減できるよう目標値を設定するもの。 

用語解説 

＊1 レファレンス 図書館利用者の調べものの相談に応じること。学習・研究・調査のために必要な資料や情報を司書が提供

するなどして、利用者と資料を結びつけるサービス。 

＊2 子ども学びと生涯学習のまちづくり推進事業 市内すべてのまちづくりセンター等において行われる、子どもから高齢者

までを対象にした、地域の文化や歴史、自然など地域の人的・物的資源を活用した体験活動や学習活動、世代間交流事業など

の生涯学習事業。 
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施策の 
基本的方向 

１０ 

 教育大綱：基本目標５ 

文化・芸術の創造や振興とスポーツ活動を推進します 

市民の心豊かな暮らしの実現のため、文化芸術活動を支援するとともに、文化施設の有効活用を図り、本

市の文化芸術の振興を図ります。 

また、すべての市民が、生涯にわたり笑顔で明るく健康な生活を送ることができるように、様々な視点か

らスポーツ活動の推進を図ります。 

■具体的な施策 

(32) 文化芸術の体験機会を充実します 

 誰もが文化芸術活動に触れる体験機会を充実させ、地域資源と融合した長浜独自の文化芸術を創造し

ます。また、次代を担う子どもたちや若者たちの感性や創造力を育成する活動の支援を行います。 

(33) 市民が主体となる多様な文化芸術事業を推進します 

 市民や文化芸術団体の主体的な活動を支援するとともに、市民が利用しやすい文化芸術活動の場を整

えます。 

(34) 市民一人ひとりの運動・スポーツ活動を推進します 

 すべての市民がライフステージに応じてスポーツに親しむことで、健康で活力あふれる生活が送れるよ

う、子どもから大人まで幅広く運動習慣を身につけ、スポーツが生活習慣の一部となるような取組を進め

ます。 

【指標（進捗管理目標）】 
具体的施 

策番号 指  標 
現状値 目標値 

（R12年度） 

評価 

年度  

（32） 鑑賞型事業＊1の実施数 R6 4 現状維持 ② 

（32） アウトリーチ＊2の実施数 Ｒ6 80 現状維持 ② 

（32） 次世代育成事業＊3の実施数 R6 15 現状維持 ② 

（33） 市民参加型文化芸術事業＊4の実施数 R6 13 現状維持 ② 

（33） 文化芸術団体＊5の実施事業数 R6 106 現状維持 ② 

（34） スポーツ少年団活動団体数 R6 25 現状維持 ② 

（34） 幼少年期のスポーツ教室参加者数 R6 399 500 ② 

（34） 参加型スポーツイベントの開催数 R6 3 現状維持 ② 

評価パターン 

①積上げ評価：累計登録者数や延べ参加者数などが、５年間で段階的に上げて目標値を達成できるよう設定するもの。 

②年度単位評価：1年間の参加者数や登録者数などを目標値とし、達成できるように設定するもの。 

③削減指標評価：待機児童数など、事案を削減できるよう目標値を設定するもの。 

用語解説 

＊1 鑑賞型事業 文化ホール等にて、オーケストラコンサート等の音楽公演や、演劇、伝統芸能な どの舞台公演を実施し、市民

の鑑賞機会を創出する事業。 

＊2 アウトリーチ プロのアーティストや地域で伝統芸能・文化芸術活動を行う人が、学校や福祉 施設等に出向き、出張でワ

ークショップや体験教室、演奏活動を行う事業。 
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＊3 次世代育成事業 次代を担う子どもや若者たちが、幼少期から文化芸術に触れ、積極的な活動 を行うことにより、豊かな

創造力と感性が育くまれることを目的に、アウトリーチや人材育成を行うなど、文化芸術の体験や鑑賞機会等を創出する事業。 

＊4 市民参加型文化芸術事業 市民自身が主体的に関わり、創り上げる形の文化芸術活動やイベントのこと。 

＊5 文化芸術団体 文化や芸術の発展や普及を目的として行われる団体のこと。 
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施策の 
基本的方向 

１１ 

 教育大綱：基本目標6 

安全・安心で質の高い教育のための環境を整備します 

安全・安心な学校園づくりに向けて、快適な教育環境の充実を図ります。 

また、教職員が健康で意欲的に教育活動に取り組める環境の整備を図り、教職員の資質向上を図るとと

もに、よりよい教育環境を確保していくため、学校園の適正規模・適正配置の取組を推進します。 

■具体的な施策 

(35) 誰もが安心して学べる学校園施設等を整備します 

 学校園施設は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習や生活の場です。安全・安心な教育環境を維持し

ていくため、学校の適正配置を踏まえた上で計画的な長寿命化改修等を通じて、教育環境の向上と老朽化

対策の一体的な整備等を推進します。 

また、インクルーシブ教育の理念にもとづき、すべての子どもの地域で教育を受ける機会を整えるため、

エレベーターの設置等、施設のバリアフリー化に継続して取り組みます。 

(36) 多様な研修を体系化し、教師力の向上を図ります 

 学校園のニーズや今日的な課題を踏まえ、就学前教育＊1から中学校教育までの連続的な学びに対応す

る研修体制を整えるとともに、各現場での主体的な研修を推進・支援していきます。実践的な研修として、

他校園の研究授業への参加等を通じて、授業改善の具体策を学ぶ機会を充実させます。また、柔軟な働き

方が可能な夏季にはICT活用や生徒指導など、専門的な研修を実施します。さらに、集合型研修に加え、オ

ンライン研修やオンデマンド研修など、学びの機会の拡充を図ります。教育課題解決力の向上を目指し、保

育力、授業力、指導力、マネジメント能力等、今求められている「教師力」を高める研修の充実に取り組みま

す。 

(37) 教職員のウェルビーイングの向上をめざし、働き方改革を推進します 

 学校園での教育は、教職員と子どもたちが人格的なふれあいを通じて行われるものであることから、教

職員が心身の健康を保ち、ゆとりをもって子どもと向きあうことができるよう、業務量の適切な管理と教

職員の心身の健康の維持、福祉制度を利用しやすい職場づくりに取り組みます。さらには、教育や保育を

楽しみ、やりがいが感じられるよう教職員同士がコミュニケーションを積極的に取り、働きやすい職場づく

りに取り組みます。 

(38) 学校園の適正規模・適正配置の取組を推進します 

 長浜市学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針＊2に則り、子どものための教育の質的充実、教育

の機会均等および水準確保等の学校間格差の是正に向けて、保護者や地域等の意向を十分に踏まえなが

ら、学校園の適正規模・適正配置の取組を推進します。 

 

  



47 

 

【指標（進捗管理目標）】※小学校には義務教育学校(前期)、中学校には義務教育学校（後期）を含みます。 
具体的施 

策番号 指  標 
現状値 目標値 

（R12年度） 

評価 

年度  

（35） 
小学校・中学校・義務教育学校＊3のエレベーター設置

割合 
R6 60.0％ 90.0％ ① 

（36） 

学び続ける教職員の割合 

（研修の充実度と学びを教育実践に活かせた教職員

の割合） 

Ｒ7 ― 
保育者・教職員ともに 

100% ② 

（37） 教職員の超過勤務月 45時間以上の割合 R6 

46.0％ 

（小中義務併せ

て） 

0.0％ ③ 

（37） 
働き方実態アンケート『今後も公立園で働きたい』割

合 
R6 82.0％ 95.0％ ① 

（38） 
めざす学校園の適正規模・適正配置の姿に向けて、新

しい学校づくりに向け検討に入った学校園区の割合 
R7 ― 15.0％ ② 

 

評価パターン 

①積上げ評価：累計登録者数や延べ参加者数などが、５年間で段階的に上げて目標値を達成できるよう設定するもの。 

②年度単位評価：1年間の参加者数や登録者数などを目標値とし、達成できるように設定するもの。 

③削減指標評価：待機児童数など、事案を削減できるよう目標値を設定するもの。 

用語解説 

＊1 就学前教育 子ども（主に0歳から6歳まで）が小学校・義務教育学校に入る前に受ける教育の総称。幼稚園、保育所、認定

こども園などで実施される教育活動を指す。一般的に、幼児教育とも呼ばれる。 

＊2 長浜市学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針 長浜市における学校園の適正規模・適正配置について、市の基本

的な考え方を示すもの。基本方針の期間は令和８年度から令和１７年度の１０年間。 

＊3 義務教育学校 一人の校長のもと、一つの教職員組織が置かれ、義務教育９年間の学校教育目標を設定し、９年間の系統

性を確保した教育課程を編成・実施する学校のこと。心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なもの

から一貫して施すことを学校の目的としている。 
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資料：長浜市資料（各年４月１日現在） 

 

 

 

本市の人口等の状況  

◆人口推移の状況 

長浜市の人口は、111,807 人（令和７年４月１日現在）であり、平成１７年以降減少傾向で推移しています。

年齢３区分別にみると、０～１４歳人口は減少傾向にある一方で、６５歳以上人口は増加を続け、令和７年に

は総人口の３割近くを占めています。本市は全国的な傾向と同様に、少子高齢化が進んでいます。 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料１ 長浜市の教育をめぐる現状 
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就学前教育の現状 
 

 

本市では、幼稚園、保育所、認定こども園を教育委員会で所管することにより、保護者の就労の有無・形態

等に関わらず、全公立園で統一した「長浜市就学前教育カリキュラム」にもとづいた質の高い教育・保育を保

障するとともに、家庭における子育て・教育の充実を図っています。 

就学前の児童数は、少子高齢化が加速する中、引き続き減少傾向で推移していますが、核家族化や単身世

帯、女性の社会進出による夫婦共働き等の増加、さらには令和元年から実施された幼児教育・保育の無償化

等の影響により幼稚園および認定こども園（短時部）の利用が減少し、保育所等へのニーズは増加していま

す。    

特に待機児童数においては０～２歳児の占める割合が高く、令和４年をピークにして、今しばらくは乳児を

中心に高い状態が継続するものと思われます。「量」の増大が見込まれる保育ニーズの中で、子どもたちの健

やかな成長を支えるために、教育・保育の「質」の確保・向上にも積極的に取り組んでいます。 

質の高い就学前教育を推進するためは、「長浜市就学前教育カリキュラム」にもとづき、各園の課題を考慮

した直接的・具体的な体験を通して学ぶ教育・保育の充実を図ることはもちろん、保育者の専門性の向上に

向けた研修体制を継続して努めることが必要になります。 

また発達に課題がある子どもや外国籍児、虐待を疑われる事案の増加等、支援が必要な子どもや家庭を

把握し、個々に応じた適切な支援を行うための体制や関係機関との連携強化に引き続き取り組みます。 

さらに、幼稚園教育要領等および小学校学習指導要領の改訂にもありますように、0 歳から 15 歳までの

切れ目ない質の高い教育・保育の充実を保障するために、幼児教育と小学校教育のつながりがより強く求め

られています。子ども達の健全な育ちを支え育むためには、園から小学校への円滑な接続ができるように、

子ども同士の交流だけでなく、職員同士の研修や研究を深める等、幼保小義務教育学校の教職員間の連携

強化を図り、子どもたちの発達や学びの連続性の確保にさらに取り組みます。 

 

◆幼稚園・保育所・認定こども園の園児数の状況 

本市には、公立幼稚園が８園、保育所が３園、認定こども園が９園、民間園が１３園あります。幼稚園および

認定こども園（短時部）には、令和 7年４月１日現在で 565人在籍しており、園児数は、保育所等へのニーズ

の高まりもあり、大幅に減少していく傾向です。 

また、保育所および認定こども園（長時部）には、令和7年４月１日現在で2,748人在籍しており、待機児

童数も 11人となる等、今しばらくは０歳～２歳児までの乳児を中心に横ばいで推移する見込みです。 
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資料：長浜市資料（令和７年４月１日現在） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長浜市資料（令和 7年 4月１日現在） 

学校教育の現状 
 

 

長浜市の学校教育においては、知・徳・体のバランスの取れた教育実践を展開し、人格形成をめざすため、

「真の学力＊1 の向上」、「いじめ防止対策」、「特別支援教育の充実」「教職員の働き方改革の推進」に重点を置

いて取り組んでおります。地域との連携・協力を深め、創意工夫を生かした特色ある学校づくりも進めてい 

ます。 

学力向上の観点では、子どもが自ら学ぼうとする授業をめざし、授業改善に取り組み、基礎基本の定着、

学びに向かう力の育成や自己肯定感の感じられる機会等の充実に取り組んでいます。その中で、子どもが自

ら課題を見つけ、課題解決に向けて協働して学ぶ仲間とのつながりを大切にしながら学ぶ力を育成していま

す。国や県等の学習状況調査などを活用し、主体的・対話的な深い学びの実現に向けた指導改善を行うとと

もに、子ども一人ひとりの学びの状況を把握し、つまずきの克服に取り組んでいます。言葉の力を育むため

に小中義務教育学校＊2に学校司書も配置しています。これらの施策を通じて、子どもたちの健やかな成長と

未来への可能性を広げる教育の充実をめざしています。 

GIGA スクール構想＊3 にもとづき、令和３年度から児童生徒に１人１台端末が整備され、学習における

ICT活用を推進しています。また、統合型校務支援システム等を導入し、校務の負担を軽減し、教員が児童生

徒に向き合う時間の確保、時間外勤務の縮減に努めています。 

いじめ等の、学校で起こる諸問題の未然防止と早期発見、早期対応のため、市、各校で策定をしている「い

じめ防止基本方針」に則って学校支援体制をより一層強化し、家庭や関係機関、スクールカウンセラー
＊3
や

スクールソーシャルワーカー -

＊4、専門家-とも連携し、子どもたちが安心して学校生活が過ごせるよう対策に

取り組んでいます。 

特別支援教育においては、しょうがいのある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた個別の指導計画

および個別の教育支援計画の作成と活用を一層進め、長期的な視点で子どもの育ちを見据えた適切な指導

や支援を行っています。 また、特別支援教育支援員、特別支援教育コーディネーター
＊5
等を含めた、すべて

の教員の専門性向上の取組を進めるとともに、インクルーシブ教育システム＊6の構築を推進しています。 

子どもたちの体力向上を図るために、日々の体育科学習の授業改善を推進し、生涯にわたって「スポーツ

が好き」「体を動かすことが好き」と言える子どもの育成をめざし、学校での休み時間等に十分な運動ができ

る環境づくりを進めるとともに、学校部活動では地域指導者を活用し、指導体制の整備を図っています。ま

た、学校給食を通じて子どもたちが「食」に関心をもち、栄養バランスや食の安全性等について正しい知識を

身につけ、自分自身の健全な食生活について考える機会を計画的に設けています。 
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◆小学校・中学校・義務教育学校＊2の児童生徒数の状況 

令和７年５月１日現在、市内の小学校は２３校、中学校は１０校、義務教育学校＊2が２校です。児童数（義務

教育学校＊2前期 298人を含む）は５，６５５人、生徒数（義務教育学校＊2後期 151人を含む）は３，０９5人

となっています。令和８年度より、塩津小学校と永原小学校が統合して、新たに西浅井小学校が開校し、ま

た、伊香具小学校が木之本小学校に統合します。それにより、令和８年４月１日には、小学校は２１校、中学校

は１０校、義務教育学校＊2が２校となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長浜市資料 

 

 

 

 

用語解説 

＊1 「真の学力」 「未来をになう長浜っ子」に育みたい資質・能力（教科等で身に付ける力+学びに向かう力）のこと。 

＊2 義務教育学校 一人の校長のもと、一つの教職員組織が置かれ、義務教育９年間の学校教育目標を設定し、９年間の系統

性を確保した教育課程を編成・実施する学校のこと。心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なもの

から一貫して施すことを学校の目的としている。 

＊3 ＧＩＧＡスクール構想 教育の質を向上させ、すべての子供たちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」

を実現することを目的に、1人1台端末や高速大容量の通信ネットワーク等の学校ICT環境を整備・活用すること。「GIGA」は

「Global and Innovation Gateway for All（すべての児童・生徒のための世界につながる革新的な扉）」を表す。 

＊3 スクールカウンセラー 学校で児童生徒や保護者の悩みを聴くとともに、教員のサポートをし、不登校を始めとする児童生

徒たちの心のケア、事件・事故等の緊急対応における被害児童生徒の心のケアにあたる心の専門家。 

＊4 スクールソーシャルワーカー 社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて

支援を行う社会福祉士、精神保健福祉士等のこと。 

＊5 特別支援教育コーディネーター 学校内で特別な教育的ニーズのある児童生徒への学校内外の連携調整、保護者の相談

窓口、担任支援などを行う教員のこと。主な役割には、校内の教職員間の連携促進、医療・福祉など外部機関との連携調整、保

護者への情報提供と相談対応、そして個別の教育支援計画の作成支援などが含まれる。 

＊6 インクルーシブ教育システム 人間の多様性の尊重等の強化、しょうがい者が精神的および身体的な能力等を可能な最大

限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、しょうがいのある者とない者が共に学ぶ

仕組み。 

6,054 5,970 5,871 
5,689 
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4,637 
4,453 

4,186 3,201 3,148 3,036 3,003 2,997 2,944 2,944 2,951 2,895 2,844 2,700 2,611 

493 488 459 465 499 449 449 418 409 402 379 361 

0人

1,000人

2,000人

3,000人

4,000人

5,000人

6,000人

7,000人

児童生徒数の推移と今後の推計

小学校 実績 小学校 R7推計 中学校 実績

中学校 R7推計 義務教育学校 実績 義務教育学校 R7推計

（人）

資料：長浜市資料（各年５月１日現在） 
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◆学力の状況 

長浜市の全国学力・学習状況調査（国語、算数・数学）の現状は、小中学校ともに全国平均に届いていませ

ん。小学校・中学校ともにまとまった文章を読んで正確に読み取り、解釈すること、そしてそれをもとに考え

たことを書いたり説明したりする力を伸ばす必要があります。こうした結果をふまえ、子どもたちの学びをよ

り深めていくため、教科ごとの課題を整理し、改善に向けた取組が重要です。 

全国学力・学習状況調査 教科に関する平均正答率の状況  ※令和 2年度は実施なし 

 小学校 中学校 

国語 算数 国語 数学 

令和 3年度 長浜市 59.0  67.0  63.0  57.0  

滋賀県 61.0  68.0  63.0  56.0  

全 国 64.7  70.2  64.6  57.2  

令和 4年度 長浜市 60.0  59.0  68.0  52.0  

滋賀県 63.0  61.0  68.0  51.0  

全 国 65.6  63.2  69.0  51.4  

令和 5年度 長浜市 66.0  60.0  64.0  47.0  

滋賀県 66.0  61.0  67.0  50.0  

全 国 67.2  62.5  69.8  51.0  

令和６年度 長浜市 64.0  60.0  55.0  51.0  

滋賀県 65.0  62.0  56.0  51.0  

全 国 67.7  63.4  58.1  52.5  

令和７年度 長浜市 ６４．０ ５５．０ ５０．０ ４３．０ 

滋賀県 ６５．０ ５７．０ ５２．０ ４６．０ 

全 国 ６６．８ ５８．０ ５４．３ ４８．３ 

資料：全国学力・学習状況調査 

◆学校 ICTの活用状況 

教員の ICT活用指導力 

項  目 区分 できる 
やや 

できる 

あまり 

できない 

ほとんど 

できない 

児童生徒の興味・関心を高めたり、課題を明確につかませた

り、学習内容を的確にまとめさせたりするために、コンピュー

タや提示装置などを活用して資料などを効果的に提示する。 

長浜市 51％ 44％ 5％ 0％ 

全国 45％ 45％ 9％ 1％ 

児童生徒に互いの意見・考え方・作品などを共有させたり、

比較検討させたりするために、コンピュータや提示装置など

を活用して児童生徒の意見などを効果的に提示する。 

長浜市 45％ 47％ 8％ 0％ 

全国 36％ 45％ 16％ 3％ 

知識の定着や技能の習熟をねらいとして、学習用ソフトウェ

アなどを活用して、繰り返し学習する課題や児童生徒１人１人

の理解・習熟の程度に応じた課題などに取り組ませる。 

長浜市 42％ 49％ 8％ 1％ 

全国 34％ 46％ 17％ 3％ 

グループで話し合って考えをまとめたり、協働してレポート・

資料・作品などを製作したりするなどの学習の際に、コンピュ

ータやソフトウェアなどを効果的に活用させる。 

長浜市 44％ 44％ 11％ 1％ 

全国 33％ 45％ 19％ 3％ 

 

【令和６年度 学校における教育の情報化の実態等に関する調査より】 

大多数の教員が学校教育活動に有用となる ICT活用指導力を有している。 

全国データとの比較においても、全国値を上回る結果がでている。 
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  統合型校務支援システム＊１による負担増減 

   【クラス担任】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教務主任】 

 

 

 

 

 

 

 

【毎年度末のアンケート結果より】 

統合型校務支援システム＊１の継続利用により、クラス担任・教務主任ともに業務負担の軽減を達成で 

きた。 

 

 

  デジタル採点システム＊２による負担増減 

 
 
 

【教員アンケート(令和７年７月実施)より】 

デジタル採点システム＊２の利用により、7割以上の教員が採点時間の 50%以上削減を達成できた。 

 
用語解説 

＊１ 統合型校務支援システム…学籍・成績・事務などの学校運営にかかわる情報・業務を一元管理するシステムのこと。 

＊２ デジタル採点システム 紙の解答用紙をコンピュータに取り込み、採点や点数集計を行うシステムのこと。 

 

  

31%

41%

20%

8%
削減率75%以上

削減率50～75%

削減率25～50%

削減率25%以下

業務内容 
業務に要した時間の平均（単位：分） 削減率 

（R3→R6） R3 R4 R5 R6 

名簿作成 58.4 59.3 57.1 55.4 －5％ 

成績処理 246.0 251.7 228.0 225.7 －8％ 

通知表作成 196.9 193.7 186.2 180.1 －8％ 

業務内容 
業務に要した時間の平均（単位：分） 削減率 

（R3→R6） R3 R4 R5 R6 

名簿作成 101.1 98.4 83.3 63.9 －36％ 

通知表ひな形作成 105.0 75.9 66.5 64.6 －38％ 

【削減率 75%以上の例】 

・デジタル採点なし 120 分  

 → デジタル採点あり 30 分 

【削減率 50～75%の例】 

・デジタル採点なし 90分 

 → デジタル採点あり 40 分 

【削減率 25～50%の例】 

・デジタル採点なし 60分 

 → デジタル採点あり 40 分 

令和 7年度にすべての中学校・義務教育学校後期課程で導入 
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◆特別支援教育の状況 

特別支援学級の在籍者数は、児童生徒数全体の３％を上回る状況となっています。 

 
   資料：長浜市資料 

     
                                         資料：長浜市資料 

  

46 
48 48 

45 
48 48 

23 24 24 
26 26 

24 

5 5 6 7 6 7 

0組

10組

20組

30組

40組

50組

60組

R2 R3 R4 R5 R6 R7

特別支援学級数の推移

小学校 中学校 義務教育学校

（組）

169人 170人 169人 161人

177人

189人

90人 92人

82人
88人

95人 93人

11人
12人 16人 18人 16人 18人

2.8%

2.8%

2.9%
2.8%

3.2%

3.5%

2.8%

2.9%

2.7%

2.9%

3.2% 3.2%

2.2%

2.5%

3.5%

3.9%

3.6%

4.0%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

0人

20人

40人

60人

80人

100人

120人

140人

160人

180人

200人

R2 R3 R4 R5 R6 R7

特別支援学級在籍者数の推移

小学校（人） 中学校（人） 義務教育学校（人）

小学校（％） 中学校（％） 義務教育学校（％）
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◆外国人児童生徒の状況 

小中義務教育学校において日本語指導が必要な外国人児童生徒（日本国籍を有する児童生徒を含む）は

令和７年１月現在で、小学校 1１校２00人、中学校５校 94人、義務教育学校１校 13人であり、国籍別では

ブラジル 53.1％、ボリビア 9．４％、フィリピン 7.1％、ペルー5.5％、ベトナム 3.6%、中国 2．６％のほか、

アメリカ・韓国・ネパール、アルゼンチン、モンゴルを合わせて２．3％となっています。 

◆中学校卒業進路の状況 

 ９8％以上の生徒が高等学校へ進学するようになっています。 

 
資料：長浜市資料 
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1.66 

3.15 

4.71 

6.74 

7.30 

3.46 

4.62 

5.33 6.12 
6.40 

4.09 

5.00 

5.98 6.71 

6.79 

1.50%

3.00%
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6.00%

7.50%
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不登校生徒の状況（中学校）

長浜市 滋賀県 全国

（％）

◆不登校・問題行動の状況 

近年、不登校の児童生徒は全国的に増加しており、本市においても同様の傾向が見られます。年間 30日

以上欠席した者のうち、病気や経済的理由を除いた割合は、小学校で 2.36％、中学校で 7.30％に達し、

特に中学校では令和 2年と比べて約 4倍に増加しました。教育機会確保法の理念浸透により休養の必要性

が認識され、登校への意識が変化したことも背景の一つと考えられます。要因としては、小学校では「無気

力・不安」や「親子関係」、中学校では「無気力・不安」や「生活リズムの乱れ」が多く挙げられ、全国・県とも同様

の傾向です。 

また、暴力行為については、小学校では発生件数が昨年度の約 3倍に増加しました。相手の気持ちを理解

する力や衝動のコントロールに課題を抱える児童による繰り返しの行為が目立ち、教員への「対教師暴力」も

増えています。一方、中学校では全体件数はほぼ横ばいですが、「対教師暴力」は減少したものの「生徒間暴

力」は増加しました。背景には、思春期特有の感情の不安定さや、からかいがエスカレートして暴力に発展す

るケースがあり、引き続き注意深い対応が求められます。 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：長浜市資料 
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資料：長浜市資料 

（年間 30日以上欠席した者のうち、病気や経済的理由を除いた人数） 

（年間 30日以上欠席した者のうち、病気や経済的理由を除いた人数） 

（人） 
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                                                     資料：長浜市資料 

 

◆子どもの基礎体力に関する状況 

子どもの体力に関して、全国や滋賀県の平均と比較して上回る種目も増えています。しかし市の経年の変

化では数値が下がっているものもあり、体づくりの基本知識を身につけたり、県の進める「すこやかタイム」

を工夫したり体力向上の意識を高めることが大切になっています。 

 

 小学 5年生新体力テスト体力合計得点の平均値  ※令和 2年度は実施なし 

男子 平成３０年度 令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和 5年度 令和６年度 

長浜市 53.67  50.99  50.71  50.28  50.00  51.38 

滋賀県 53.92  52.85  51.44  51.38  52.06  51.86 

全 国 54.21  53.61  52.52  52.28  52.29  52.53 

女子 平成３０年度 令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和 5年度 令和６年度 

長浜市 54.24  52.81  52.03  51.59  50.72  51.75 

滋賀県 54.89  54.05  52.93  52.62  52.71  52.23 

全 国 55.90  55.59  54.64  54.31  54.28  53.92 

  

中学 2年生新体力テスト体力合計得点の平均値  ※令和 2年度は実施なし 

男子 平成３０年度 令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和 5年度 令和６年度 

長浜市 42.95  41.86  41.68  39.27  41.94  43.32 

滋賀県 43.10  42.50  41.87  41.39  42.01  42.15 

全 国 42.32  41.69  41.18  41.04  41.32  41.86 

女子 平成３０年度 令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和 5年度 令和６年度 

長浜市 51.37  48.32  48.47  44.54  45.55  47.54 

滋賀県 50.90  49.78  48.63  46.95  46.89  46.93 

全 国 50.61  50.22  48.56  47.42  47.22  47.37 

                                                  資料：長浜市資料 

  

2.06 

1.59 

2.09 

1.29 

1.71 

0.68 

0.65 

0.77 

0.99 

1.14 

0.58 

0.69 

0.71 

0.94 
1.02 

0.40%

0.90%

1.40%

1.90%

2.40%

R1 R2 R3 R4 R5

問題行動（暴力行為）の状況

小学校

長浜市 全国 滋賀県

1.13 

0.86 
0.84 

1.41 

1.39 

0.97 
0.95 0.92 

1.26 

1.67 

0.91 

0.69 
0.75 

0.96 

1.09 

0.40%

0.90%

1.40%

1.90%

2.40%

R1 R2 R3 R4 R5

問題行動（暴力行為）の状況

中学校

長浜市 滋賀県 全国

（1,000人あたりの発生件数） （1,000人あたりの発生件数） 

（％） （％） 



59 

 

◆朝食を食べる習慣の状況 

食習慣に関しては、朝食を食べる習慣が学力にもつながっているとの結果も出ており、規則正しい生活習

慣を養うことが重要であることがわかります。 

 

 
 

 
資料：全国学力・学習状況調査 
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資料：全国学力・学習状況調査 
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合計 登録率

◆学校給食センターの状況 

現在、市内に学校給食センター２施設を設置し、市内の小学校・中学校・義務教育学校-

＊1
・幼稚園の給食を

作っています。アレルギー対応食専用の調理室を設置し、安全安心な給食の提供に努めています。 

長浜市立学校給食センターの概要 

名 称 長浜南部学校給食センター 長浜北部学校給食センター 

所 在 地 長浜市南田附町 535 長浜市高月町高月 684-1 

建 築 年 平成２５年３月 平成３０年７月 

構 造 鉄骨造一部２階建 鉄骨造一部２階建 

床 面 積 ４，３５１．１６㎡ ２，９５２．３３㎡ 

給 食 能 力 ９，０００食／日 ３，５００食／日 

配 給 概 数 ７，８４１食／日 ３，２９８食／日 

調理場形態 ドライ方式 ドライ方式 

炊 飯 方 式 センター炊飯 センター炊飯 

給食対象者 幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校＊1 小学校・中学校・義務教育学校＊1
- 

資料：長浜市資料（令和 7年 4月 1日現在） 

 

◆スクールガード-

＊2
の状況 

スクールガード*の登録者数については、近年は３５～４０％程度で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語解説 

＊1 義務教育学校 一人の校長のもと、一つの教職員組織が置かれ、義務教育９年間の学校教育目標を設定し、９年間の系統

性を確保した教育課程を編成・実施する学校のこと。心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なもの

から一貫して施すことを学校の目的としている。 

＊2 スクールガード あらかじめ各小学校に登録した地域住民が、学校内を巡回したり通学路などの巡回パトロールや危険箇

所の監視などを行ったりする学校安全ボランティアのこと。 

 

 

 

 

 

  

資料：長浜市資料 
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本市の教職員の勤務時間等の状況 
 

 

◆超過勤務月 45時間以上の職員の割合 

超過勤務月 45時間以上の職員の割合は、全体として改善傾向にあります。令和 7年度（赤色）は、多くの

月で前年度を下回っています。 

 

 
 

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

R5 71% 68% 70% 41% 3% 59% 59% 52% 37% 31% 46% 41% 

R6 67% 66% 61% 40% 1% 53% 64% 53% 38% 35% 39% 40% 

R7 67% 63% 66% 39% 2% 51% 60% 45% 38% - - - 

 

 

◆一人当たりの月平均超過勤務時間 

一人当たりの月平均超過勤務時間についても、減少傾向にあります。45 時間（赤点線）を目安とした縮減

に向け、引き続き環境整備を推進します 
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年度 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

R5 61.4 58.8 60.0 44.8 51.5 52.3 49.0 40.5 37.6 44.4 43.8 

R6 58.2 54.1 53.1 41.2 46.6 53.5 48.1 39.2 38.3 39.5 41.5 

R7 57.4 55.1 57.4 43.1 48.0 52.5 45.4 40.5 - - - 

 

資料：長浜市「学校における働き方改革について」 （令和 8年 1月） 

 

家庭教育・子育て支援の現状  

 

社会情勢の変化や保護者等の就労状況・価値観の多様化等により、子育て環境のニーズは複雑化・多様化

しています。安心して子育てできる環境づくりに努めていきます。 

 

◆放課後児童クラブ-の状況 

本市の放課後児童クラブは、公設が１６クラブ、民設（委託）が１8クラブ、小規模（補助）が５クラブの計３9

クラブです。１～６年生の児童を対象にしており、令和 7年５月１日現在の登録児童数は 2,436人です。利

用ニーズの増加により児童数は年々増加傾向にありますが、令和６年度においても待機児童は０人となって

います。 

 
資料：長浜市資料（各年５月１日現在） 

  

2,208 

2,234 
2,221 

2,266 2,263 

2,338 

2,436 

2,050人

2,100人

2,150人

2,200人

2,250人

2,300人

2,350人

2,400人

2,450人

2,500人

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

放課後児童クラブ登録児童数の推移 （人） 



64 

 

文化財保護・活用の現状  

 

本市には、国宝、重要文化財等が多数あり、国宝では、竹生島にある都久夫須麻神社本殿、宝厳寺唐門の

ほか、高月町渡岸寺にある木造十一面観音立像（向源寺蔵）等があります。 

指定されている文化財は、有形文化財の建造物や美術工芸品、民俗文化財や文化的景観等様々あり、長

浜市の歴史の奥深さを物語っています。 

しかし、人口減の中、文化財を保存・活用するための人材や施設、資金が不足し、文化財の保存団体が必ず

しも整っていません。また、管理が難しくなった文化財の収蔵を行っている博物館・資料館の収蔵庫は飽和

状態となる問題も抱えています。 

そこで、文化財を確実に後世へ受け継ぐため、「地域の光を未来へつなぐ歴史文化都市・長浜」を基本目標

とする長浜市歴史文化基本構想を令和元年度に策定し、文化財の保存・活用の具体的な措置について期間

を定めて実現するための長浜市文化財保存活用地域計画を令和３年度に作成しました。 

 博物館・資料館については、子どもたちが数多くの貴重な文化財に親しめるよう、積極的に基礎的な調査、

資料整理を行うとともに、その成果を博物館や資料館等で広く公表し、歴史文化に対する理解とともに、郷

土を誇りに思う心や郷土を愛する心が育まれるよう努めています。長浜城歴史博物館では、湖北・長浜のす

ぐれた歴史文化の魅力や、先人等に関する特別展・企画展を開催しているほか、博学連携・市民協働の推進

の取組として、出前授業、体験学習、自由研究コンクール等を実施しています。
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◆本市の文化財の状況 

本市には、指定等文化財が 482件存在します。内訳は、有形文化財 345件、民俗文化財 24件、記念物

58件、文化的景観 1件、選定保存技術４件となっています。 

様々な種類の文化財が指定されていますが、指定文化財の中では、有形文化財が一番多く、中でも彫刻が

122件と多く、この彫刻には、国宝木造十一面観音立像（向源寺蔵）等が含まれ、湖北の観音文化の特徴が

みられます。 

しかし、指定されている文化財類型の偏りや、存続が危ぶまれる未指定文化財が存在しており、指定・未指

定を含めた文化財全体の把握が望まれます。 

また、埋蔵文化財は、市内に 830件の遺跡が存在しています。埋蔵文化財の調査、保管、活用を行い、そ

の成果を公表し、市民の歴史文化に対する理解が深まるよう努めています。 

 

 長浜市内所在指定文化財数表 
指定区分 国 

県 市 合 計 
指定種別 （国宝） 重文 

指
定 

有
形
文
化
財 

建 造 物 （2） 11 8 16 35 

絵 画  8 5 29 42 

彫 刻 （1） 46 16 60 122 

工 芸 品 （1） 14 15 25 54 

書 跡 （2） 5 17 46 68 

考 古 資 料  1  9 10 

歴 史 資 料  2  12 14 

（小計） （6） 87 61 197 345 

民
俗
文
化
財 

有 形    1 12 13 

無 形  1 2 8 11 

（小計）  １ 3 20 24 

記
念
物 

史 跡  4 11 18 33 

名 勝  3 5 4 12 

史 跡 名 勝  1   1 

天 然 記 念 物   2 10 12 

（小計）  8 18 32 58 

選
定 

文 化 的 景 観  1   1 

選 定 保 存 技 術  2 2  4 

（小計）  3 2  5 

合計 （6） 99 84 249 432 

選
択 

無形民俗文化財  1 11  12 

小計  1 11  12 

登
録 

登録有形文化財

（建造物） 
 38   38 

小計  38   38 

総計 （6） 138 95 249 482 

※令和 6年 5月 1日現在。枠内の数字は件数、( )内は点数。        資料：長浜市資料 
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◆歴史文化施設の状況 

文化観光課が所管している歴史文化施設は、直営館４館、その他９館、合計 1３館あります。入館者は、長

浜城歴史博物館の減少幅が大きく、他館においても横ばいもしくは減少しています。 

こういった状況の中、歴史文化施設の機能強化と利用推進に向けて、地域の歴史文化や先人の研究を進

めるとともに、特別展・企画展の開催や講座内容の充実を図り、市民や観光客への情報発信の機会を増やし

ます。 

 

各歴史文化施設入館者数  （全 13館のうち 10

館）                                                                                       

施 設 名 位 置 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和６年度 

長浜城歴史

博物館 

公園町 10 番

10号 
55,967人 17,390人 90,119人 93,542人 84,868人 

長浜市曳山

博物館 

元浜町 14 番

８号 
13,167人 16,682人 28,489人 30,499人 29,162人 

国友鉄砲の

里資料館 

国友町 534

番地 
7,634人 5,988人 9,569人 11,397人 9,846人 

五先賢の館 
北 野 町

1386番地 
2,433人 2,051人 3,056人 3,449人 3,104人 

浅井歴史民

俗資料館 

大依町 528

番地 
5,255人 4,782人 7,085人 6,374人 5,755人 

高月観音の

里歴史民俗

資料館 

高月町渡岸寺

229番地 
3,618人 3,887人 5,510人 5,280人 6,846人 

小谷城戦国

歴史資料館 

小谷郡上町

139番地 
15,059人 12,600人 15,827人 18,774人 15,916人 

東アジア交

流ハウス雨

森芳洲庵 

高月町雨森

1166番地 
940人 1,214人 1,408人 1,842人 1,917人 

余呉茶わん

祭の館 

余呉町上丹生

3224番地 
199人 81人 183人 237人 134人 

北淡海・丸

子船の館 

西浅井町大浦

582番地 
709人 711人 857人 928人 775人 

資料：長浜市資料 

長浜城歴史博物館 講座開催回数・参加者数等の状況 

  令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和６年度 

講 座 開 催 回 数 
13回（コロナのため
回数・人数を制限） 

12 回（回数制

限・８カ月休） 
20回 22回 20回 

講 座 参 加 者 

人 数 
851人 831人 1,257人 1,469人 1,626人 

特別展・企画展開催数 15回 

５回（耐震改修

工事のため８カ

月休館） 

15回 16回 15回 

資料：長浜市資料 
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生涯学習・社会教育の現状 
 

 

生涯学習・社会教育においては、「学び つながり みんながつくる 長浜のまち」として、市民一人ひとり

が豊かな人生を送ることができ、それが豊かなまちづくりにつながる生涯学習を推進しています。誰もが、

いつでも、どこでも、生涯を通じて学ぶ楽しさを感じ、学んだことを生かして活躍できるよう、多種多様な生

涯学習の機会を提供しています。 

市内すべてのまちづくりセンターを含む２０施設では地域の学びの拠点として、子ども対象の「子ども学び

座」をはじめ、地域の文化や歴史、自然を生かした体験活動や学習活動など、子どもから高齢者までの多様

な生涯学習講座や世代間交流事業などを実施しています。 

また、地域の高校や大学、企業、地域の団体など様々な関係機関と連携し、多様な学びの機会や地域人材

の育成をめざす「学んで活躍応援講座」などの大人の学びなおし講座、子育て世代や子育て支援に関わる方

へ向けた「子育て応援講座」、地域と学校の連携と協働の体制づくりを進め、地域全体で子どもの生きる力

を育む取組など、地域への誇りや愛着を育み、人づくり、つながりづくり、地域づくりにつながる生涯学習を

進めています。 

 

図書館では、平成２７年３月に “小さな子どもからお年寄りまで、生涯学習の時代を生きるすべての市民

にとって、より豊かな「育ち」と実りの多い「暮らし」を支える情報を提供する機関としての役割を果たす”こ

とを基本理念とした「長浜市図書館基本計画」を策定しました。令和元年 12 月、長浜図書館はながはま文化

福祉プラザ（さざなみタウン）へ新築移転し、中央図書館機能を高め、より高度で質の高いサービスを市内全

域へ提供しています。そして、図書館は地域と人がつながる知の拠点として市民一人ひとりの生涯にわたる

学ぶ気持ちを支え、それぞれの求めに応じたきめ細かい資料提供を行い、市民の自立、自己実現、自主的活

動を支援しています。 

 

２０２５年には、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ２０２５が開催され、本市ではソフトテニス、柔道、相撲、ビ

ーチバレーボール、オープンウォータースイミング、フットソフトボール（障スポ）の６つの正式種目の競技会場

となりました。 

大会で培ったレガシーを元に本市のスポーツ振興を推し進め、子どもたちをはじめ市民のスポーツ活動の

充実や競技力の向上を図るとともに、スポーツ合宿や全国規模の大会の誘致等スポーツを活かしたまちづく

りを推進しているところです。 

 

人権教育においては、本市はどんなときでも、すべての命を尊び、互いに認めあう心をもち続けるため、

平成１８年９月に「長浜市人権尊重都市」を宣言し、併せて、あらゆる場面で、あらゆる方法で、市民がひとつ

になって差別のない平和で明るいまちをつくるため、「人権が尊重されるまち長浜をつくる条例」を制定しま

した。この人権尊重の理念と目標を具現化するために「長浜市人権施策推進基本計画」を定め、校園での人

権教育はもとより、自治会での人権学習会や地域での「人権のつどい」といった地域での人権啓発・教育を

積極的に実施しています。また、既存の人権問題とともに、インターネット上の人権侵害や性的マイノリティの

人権など、時代の変化に合わせた人権啓発等も行っています。 
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◆図書館蔵書等の状況  

市内には図書館が 6館あり、蔵書は約 78万冊、年間の貸出冊数は約 84万冊です。 

最新の情報を資料として提供することはもちろん、過去の情報も蓄積しながら適正かつ魅力的な棚づくりに

努めています。また、市民の読みたい気持ちを支え、資料要求に応えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長浜市資料 

 
用語解説 

＊1蔵書更新率 図書館の全蔵書のうち、何パーセントが除籍されて新しい資料で置き換えられたかを示す数値。 

蔵書が定期的に更新されているか示すもの。 

蔵書更新率 = （受入冊数+除籍冊数）÷蔵書冊数×100 
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 ◆文化ホールの利用状況 

長浜には現在６つの文化ホールがあり、比較的規模の大きい長浜文化芸術会館、浅井文化ホールで主に

鑑賞型の事業を展開し、その他のホールは３00席前後の小規模ホールで市民利用が中心となっていま

す。 

文化ホールは利用件数が平均約 474件、利用者数が平均約 43,139人で推移しています。ホール以

外は利用件数が平均約 1,787件、利用者数が平均約 40,469人となっています。 

 施設の大規模修繕等による利用者数の増減はあるものの、利用状況はほぼ横ばいとなっています。 

 

 
 

 
                                         資料：長浜市資料 
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◆スポーツ施設の利用状況 

スポーツ施設は指定管理者制度を導入した管理運営が主体で、コロナ禍後に利用者も増加傾向にありま

す。 

また、学校体育施設開放事業については、学校体育施設の利用登録団体数の適正化および少子化等によ

り、登録団体は減少傾向にあります。 

 

 
 

 
資料：長浜市資料 
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用 語 解  説 

あ

行 
アウトリーチ 

プロのアーティストや地域で伝統芸能・文化芸術活動を行う人が、学校や福祉 

施設等に出向き、出張でワークショップや体験教室、演奏活動を行う事業。 

インクルーシブ教育 

人間の多様性の尊重等の強化、しょうがい者が精神的および身体的な能力等

を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能

とするとの目的の下、しょうがいのある者とない者が共に学ぶ仕組み。 

か

行 
外部指導者 

部活動における教員や部活動指導員以外の学校外の指導者のこと。主に技術

面や戦略面の指導を行い、大会等での引率はできない。 

架け橋プログラム 

子どもに関わる大人が立場を越えて連携し、架け橋期（義務教育開始前後の

5歳児から小学校 1年生の 2年間）にふさわしい主体的・対話的で深い学び

の実現を図り、一人ひとりの多様性に配慮した上ですべての子どもに学びや

生活の基盤を育むことをめざすもの。 

学校運営協議会 

学校と保護者や地域住民がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映さ

せることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域ととも

にある学校づくり」を進める仕組み。 

学校園の適正規模・適正配置 

少子化が進む中で学校園の小規模化を解消し、すべての市立学校園において

充実した教育・保育が受けられるよう教育環境を整備するため、学校園の規

模や配置を適正化する取組のこと。 

長浜市学校園の適正規模・適正配置

に関する基本方針 

長浜市における学校園の適正規模・適正配置について、市の基本的な考え方

を示すもの。基本方針の期間は令和８年度から令和１７年度の１０年間 

学校における教育の情報化の実態

等に関する調査 

全国の公立学校を対象に教育の情報化の状況を把握するために行われる統

計調査。ICT機器の整備状況や学校のインターネット接続状況、教員の ICT

活用指導力の状況を把握し、教育政策の立案に役立てることを目的としてい

る。 

カリキュラム・マネジメント 

子どもたちの姿や地域の実情等を踏まえて各学校が設定する学校教育目標

を実現するために、教科等の学習内容や様々な活動を選択・配列して計画し、

それを実施･評価・改善していくこと。教科等の枠を超えて関連の高い内容や

活動を工夫して配列したり、様々な人材等を活用して学習を充実したりするこ

とが求められている。 

鑑賞型事業 
文化ホール等にて、オーケストラコンサート等の音楽公演や、演劇、伝統芸能

などの舞台公演を実施し、市民の鑑賞機会を創出する事業。 

義務教育学校 

一人の校長のもと、一つの教職員組織が置かれ、義務教育９年間の学校教育

目標を設定し、９年間の系統性を確保した教育課程を編成・実施する学校のこ

と。心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なもの

から一貫して施すことを学校の目的としている。 

キャリア教育 
一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育て

ることを通して、キャリア発達を促す教育。 

教育DX 

教育デジタルトランスフォーメーションの略。デジタル技術を駆使して教育の

在り方を根本から変革する取組を指し、単なるデジタル化ではなく、教育の方

法や指導の進化をめざすもの。 

拠点校型部活動 

地域内の特定の学校を拠点校として、他の学校の生徒が拠点校の部活動に参

加できる仕組み。ある生徒が自分の通う学校に希望する部活動がない場合で

も、拠点校が実施する部活動に参加することが可能になる。 

けやきっ子読書の日 
読書を通じて心豊かにすくすくと成長する長浜の子どもたちを、市の木「けや

き」になぞらえて表現した言葉。「長浜市子ども読書活動推進計画（第 2 期）」

資料２ 用語解説（５０音順） 
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（平成 26 年 3 月策定）時から、家庭や地域で読書に親しむ日として、毎月第

3日曜日を「けやきっ子読書の日」とし、市全体で取組をすすめている。 

子育て専門相談員 

育児への不安や悩みを持つ保護者に対し、子育てに関する相談に応じること

により、乳幼児の健全な発達を推進することを目的としている。市立幼稚園、

保育園および認定園全園に配置。 

子ども安全リーダー 
子どもを犯罪から守るため、警察署長から委嘱を受け、通学路等での安全パ

トロールや安全指導、見守りなどの活動を行うボランティア団体。 

子ども読書の日 

4月23日。国民の間に広く子どもの読書活動についての理解と関心を深め、

子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため「子どもの読書活動の推

進に関する法律」により制定された。 

こどもの読書週間 「子ども読書の日」の前後 1週間をさす。 

子ども学びと生涯学習のまちづくり

推進事業 

市内すべてのまちづくりセンター等において行われる、子どもから高齢者まで

を対象にした、地域の文化や歴史、自然など地域の人的・物的資源を活用した

体験活動や学習活動、世代間交流事業などの生涯学習事業。 

個別の指導計画 
各教科等の指導に当たって、しょうがいの状態や発達の段階等を把握し、その

実態に即した指導の目標や内容、指導方法等を示した計画。 

個別の教育支援計画 
家庭や地域、医療や福祉等の関係機関との連携を図り、長期的な視点で教育

的支援を行うための計画。 

さ

行 滋賀県子どもの読書活動に関する

調査 

県内の児童・生徒の読書量を把握するため、小学校４年生から中学３年生まで

を対象に滋賀県教育委員会が実施をする調査のこと。例年、５月の１か月間に

読んだ書籍の冊数と、授業時間以外に平日１日あたりの読書時間が調査とな

っている。 

児童生徒の問題行動・不登校等生徒

指導上の諸課題に関する調査 

文部科学省が実施する調査で、児童・生徒の問題行動や不登校の状況を把握

し、効果的な指導や支援策を検討する目的で行う。結果は教育政策改善や学

校対応策の基礎資料として活用され、現場理解に重要な役割を果たす調査。 

次世代育成事業 

次代を担う子どもや若者たちが、幼少期から文化芸術に触れ、積極的な活動

を行うことにより、豊かな創造力と感性が育くまれることを目的に、アウトリ

ーチや人材育成を行うなど、文化芸術の体験や鑑賞機会等を創出する事業。 

自尊感情 

自尊感情は体験と感情との共有の繰り返しで形成され、他人との比較ではな

く、絶対的な無条件の感情であり、長所も短所もひっくるめて自分自身を大切

に思い、自分を価値のある存在と認識する感情のこと。自尊感情が高いと自

信や心理的健康につながり、失敗しても粘り強く取り組むことができるため、

家庭や社会からの支持や承認が大切である。 

シビックプライド 

自分が住んでいる地域に対する市民の誇りであり、その地域の一員であると

いう自覚にもとづき、積極的に地域の発展に貢献していこうという意識。 

※「シビックプライド/CivicPride」「CIVIC PRIDE」は株式会社読売広告社

の登録商標。 

市民参加型文化芸術事業 市民自身が主体的に関わり、創り上げる形の文化芸術活動やイベントのこと。 

就学前教育 

子ども（主に0歳から6歳まで）が小学校・義務教育学校に入る前に受ける教

育の総称。幼稚園、保育所、認定こども園などで実施される教育活動を指す。

一般的に、幼児教育とも呼ばれる。 

情報化による校務の効率化 
学校における事務業務や管理業務を ICT活用により効率化し、教育の質向上

と教職員の負担軽減をめざすこと。 

将来のイノベーション創出 
新しいアイデア・技術・仕組み・価値を生み出し、それによって社会や経済に変

革をもたらすこと。 

食育アンケート 

県が行っていた「朝ごはん調査」を活用し、小５・中 2 の児童生徒を対象に、

「朝ごはんを食べているか」といった食生活や、生活リズムについて調査する

もの。 
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食物アレルギー事故防止研修 

1 年に 1 度、市内保・幼・小中義務教育学校の教員を対象として、専門医から

最新の知見を得たり、エピペントレーナーを使ってエピペンを打つ練習をした

りしている。学校での食物アレルギー事故防止努めている。 

主体的・対話的で深い学び 

令和 2 年度から実施の学習指導要領で示された授業改善の視点。「各教科等

において身に付けた知識および技能を活用したり、思考力、判断力、表現力等

や学びに向かう力、人間性等を発揮させたりして、学習の対象となる物事を

捉え思考することにより、各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え

方（以下「見方・考え方」という。）が鍛えられていくことに留意し、児童が各教

科等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら、知識を相互に関連付けて

より深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解

決策を考えたり、思いや考えをもとに創造したりすることに向かう過程を重視

した学習の充実を図ること。」と示された。 

「真の学力」 
「未来をになう長浜っ子」に育みたい資質・能力（教科等で身に付ける力+学び

に向かう力）のこと。 

新体力テスト 

文部科学省が国民の体力・運動能力の現状を明らかにするとともに、体育・ス

ポーツの指導と行政の基礎資料を得ることを目的に、毎年実施している調査

のこと。テスト項目は年齢区分によって異なっている。 

スクールガード 

あらかじめ各小学校に登録した地域住民が、学校内を巡回したり通学路など

の巡回パトロールや危険箇所の監視などを行ったりする学校安全ボランティ

アのこと。 

スクールカウンセラー 

学校で児童生徒や保護者の悩みを聴くとともに、教員のサポートをし、不登校

を始めとする児童生徒たちの心のケア、事件・事故等の緊急対応における被

害児童生徒の心のケアにあたる心の専門家。 

スクールソーシャルワーカー 
社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境

に働きかけて支援を行う社会福祉士、精神保健福祉士等のこと。 

スタートカリキュラム 

小学校に入学する子どもたちが、幼稚園や保育所および認定こども園での学

びと育ちを基礎として、主体的に自己を発揮し、新しい学校生活を創造してい

くためのカリキュラム。 

全国学力・学習状況調査 

文部科学省が全国の小学校 6年生と中学校 3年生を対象に実施する学力調

査のこと。児童生徒の学力や学習状況を把握し、教育施策の成果や課題を検

証・改善することを目的としている。 

蔵書更新率 
図書館の全蔵書のうち、何パーセントが除籍されて新しい資料で置き換えら

れたかを示す数値。 

た

行 
地域学校協働活動推進員 

社会教育法第９条の７にもとづき、学校長の推薦により教育委員会が委嘱す

る地域と学校との連絡調整を担うコーディネーター。地域と学校との間の情

報の共有を図るとともに、地域と学校とのつなぎ役として協働活動の企画、

連絡調整などを行う。 

地域クラブ活動への移行 
これまで学校が主体となってきた部活動を、新たに地域が主体となって活動

する地域クラブや団体に移行すること。 

地域資源を活用した学び 地域の文化や歴史、自然などを生かした体験活動や学習活動。 

中央図書館 
市内の図書館の中で中心的役割を持つ図書館。市民の高度で多様な知的要

求に応え、全市的なサービスを提供するための要となる図書館。 

中学校部活動の地域連携・地域展開 

これまで学校が主体として行ってきた部活動を、地域全体で広げ、地域住民

が主体となって活動する地域クラブや団体など、多様な活動環境を整備して

いくこと。具体的には地域の人材活用や複数校での合同活動、地域団体への

委託など。 

デジタル採点システム 
紙の解答用紙をコンピュータに取り込み、採点や点数集計を行うシステムのこ

と。 
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デジタルシティズンシップ デジタル技術の利用を通じて、社会に積極的に関与し、参加する能力のこと。 

統合型校務支援システム 
学籍・成績・事務などの学校運営にかかわる情報・業務を一元管理するシステ

ムのこと。 

な

行 長浜スタイル 

本市がめざす「子どもが自ら学ぼうとする授業」の名称。子どもを主語にした

授業サイクルの中で、これまでの実践と ICTとの最適な組み合わせを実現し、

「主体的・対話的で深い学び」の実現をめざす。 

は

行 

非認知能力 

知識や技術ではなく、個々の人格や性格、価値観などを表す力のこと。「自己

管理力」「共感力」「コミュニケーション能力」など、人間としての基本的な力。テ

ストの点数や偏差値、IQ（知能指数）などといった数値で表せる「認知能力」と

は違い、数値では表せないが、これからの時代を生きるために、幸せな人生を

切りひらくために必要な能力とされている。 

文化芸術団体 文化や芸術の発展や普及を目的として行われる団体。 

放課後児童クラブ 

就労等により保護者が昼間家庭にいない小学校の児童を対象に、放課後や小

学校の長期休業中等に、適切な遊びや生活の場を与え、児童の健全育成を図

る事業。 

ま

行 マイ体力アップ 

全国的に小学生の体力低下が課題となっている中、本市において、児童一人

ひとりが自分のレベルに応じて行う軽運動を決め、継続的に取り組むことで、

体力向上をめざすものとして、平成 30年度から取り組んでいる事業。 

未就園児広場 

幼稚園等に通園していない園児とその保護者を対象に、子育てに関する相談

や遊びの場を提供している。また、保護者同士の交流の場として、地域に開か

れた子育ての拠点とし、子育ての不安や孤立化を軽減することを目的とする。 

めざす子ども像 

子どもたちの豊かで安定した未来をめざす心の醸成という人間としての土台

づくりに観点を絞り、こんな子どもに育ってほしいという願いを込めて掲げら

れたもの。 

や

行 
幼児期の終わりまでに育ってほしい

１０の姿 

「健康な心と体」「自立心」など 10 項目からなり、幼児教育の修了時までに領

域内容ごとに育ってほしい資質・能力を示し、幼児期の普遍的な在り方を示し

たもの。幼児教育から小学校教育への移行を円滑にするため示された指針

で、子どもの発達や学びを小学校に引継ぎ、幼保小の一貫した教育を実現し

ていくねらいがある。 

ら

行 

ラーケーションの日 

「学習（ラーニング）」と「休暇（バケーション）」を組み合わせた愛知県発の新し

い学び方・休み方。子どもが保護者等とともに、校外（家庭や地域）で、体験や

探究の学び・活動を、自ら考え、企画し、実行することができる日。 校外での

自主学習活動であるため、学校に登校しなくても欠席とはならず、「出席停

止・忌 引等」と同じ扱いとなる。本市では、令和６年度 9月より実施。 

レファレンス 

図書館利用者の調べものの相談に応じること。学習・研究・調査のために必要

な資料や情報を司書が提供するなどして、利用者と資料を結びつけるサービ

ス。 

A 

 A L T
エーエルティー

 
Assistant of Language Teacherの略。日本人教師を補佐し、生きた英

語を子どもたちに伝える英語を母語とする外国人の英語指導者。 

AI型ドリルソフト 
AI が学習者の解答データを分析し、一人ひとりの習熟度に合わせて取り組む

ことのできるデジタル教材のこと。 

G 

ＧＩＧＡ
ギ ガ

スクール構想 

教育の質を向上させ、すべての子供たちの可能性を引き出す「個別最適な学

び」と「協働的な学び」を実現することを目的に、1人1台端末や高速大容量の

通信ネットワーク等の学校 ICT 環境を整備・活用すること。「GIGA」は

「Global and Innovation Gateway for All（すべての児童・生徒のため

の世界につながる革新的な扉）」を表す。 

I 

Ｉ Ｃ Ｔ
アイシーティー

（情報通信技術） 

Information and Communication Technology の略。コンピュータ

やインターネットに関連する情報通信技術に、コミュニケーションの概念を加

えた言葉。 
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ＩＣＴ活用指導力 

子どもたちが主体的・対話的で深い学びを体験できるよう、ICT を積極的に

活用し、授業や学習場面で効果的に使い、子どもたちの ICT 活用を促す指導

能力。 

P 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ
ピーディーシーエー

サイクル 

事業活動において管理業務を円滑に進める手法の一つで、Plan（計画）→ 

Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段階を繰り返すことによっ

て、業務を継続的に改善する。 

S 

ＳＤＧｓ
エスディージーズ

 

Sustainable Development Goalsの略。2015年９月の国連サミットで採択

された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」にて記載された 2016 年

から 2030年までの国際目標であり、持続可能な世界を実現するための 17の

ゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さな

いことを誓っている。 

ＳＮＳ
エスエヌエス

 

Social Networking Service の略。人と人とのつながりを支援するインター

ネット上のサービスのこと。自分の履歴を載せ、共通の趣味などを持つほか

の会員たちとメッセージのやり取りをする「友達の輪」のネットワーク型の

組織。 

W 

Ｗｅｌｌ
ウ ェ ル

－ｂｅｉｎｇ
ビ ー イ ン グ

 

身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみな

らず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。

多様な個人がそれぞれ幸せや生きがいを感じるともに、個人を取り巻く場

や地域、社会が幸せや豊かさを感じられる良い状態にあることも含む包括

的な概念。 
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長浜市教育振興基本計画策定委員会の開催  

  

令和6年度から令和7年度にかけて、全6回の会議を開催し、計画の内容について検討しました。 

開催日 主な検討内容 

令和7年１月30日 【第1回】 

 ・委員長、副委員長の選出 

 ・第４期長浜市教育振興基本計画の諮問について 

 ・長浜市における教育の現状と課題について 

令和7年３月25日 【第2回】 

 ・第４期長浜市教育振興基本計画の体系（案）について 

令和7年5月22日 【第3回】 

 ・第４期長浜市教育振興基本計画の具体的施策（案）等について  

令和7年7月 4日 【第４回】 

 ・第４期長浜市教育振興基本計画における社会教育・生涯学習の一体的推進につ

いて 

 ・第４期長浜市教育振興基本計画の素案の内容検討について 

令和7年10月29日 【第5回】 

 ・第４期長浜市教育振興基本計画の素案について 

令和８年 ２月 3日 【第6回】 

 ・パブリックコメントの実施結果について 

 ・第４期長浜市教育振興基本計画案の答申について 

 

 

長浜市教育振興基本計画策定委員会 委員名簿  

 

選出区分 役 職 等 氏 名 

学識経験者 滋賀文教短期大学 教授 ◎平井 敏孝 

学識経験者 滋賀大学 教授 ○辻 延浩 

社会教育の関係者 長浜市社会教育委員会議 委員 川瀬 寛子 

学校教育の関係者 元小学校 校長 織田 しげみ 

保護者の代表者 長浜市ＰＴＡ連絡協議会 幹事 宮本 麻里 

地域の代表者 長浜市市民協働推進会議 委員 中山 郁英 

その他（図書館関係） 長浜市図書館協議会 委員 藤居 みよし 

その他（スポーツ関係） 長浜市スポーツ推進委員会 副会長 山田 純子 

その他（産業・経済関係） 一般社団法人長浜青年会議所 副理事長 河瀬 賀行 

その他（不登校等支援関係） ＮＰＯ法人Take‐Liaison 副理事長 北居 理恵 

※役職等は委員就任時のものです。                                 ◎：委員長 ○：副委員長 

                                                         （敬称略、順不同） 

 

 

資料 3 計画策定経過 
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パブリックコメントの実施  

 

意見の募集期間    令和 ７年 12月 17日 ～ 令和 ８年 1月16日 

閲覧場所        本庁・北部合同庁舎市政情報コーナー、市ホームページ、教育総務課 

意見提出方法     郵送、ＦＡＸ、電子メール、持参、意見提出フォーム 

提出意見            1人   １４件 
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第 4期 長浜市教育振興基本計画 

 
 

 

計画策定・発行：令和 8年 3月 

発行者：長浜市教育委員会事務局教育総務課 

〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町 632番地 

TEL 0749－65－8603 

FAX 0749－65－6540 


